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平成３０年陸別町議会３月定例会会議録（第３号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成30年３月 9日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛

及 び 宣 告 延会 平成30年３月 9日 午後３時37分 議 長 宮 川 寛

応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
員及び出席並 氏 名 氏 名
びに欠席議員 番号 の 別 番号 の 別

出席 ７人 １ 中 村 佳 代 子 ○ ８ 宮 川 寛 ○

欠席 １人 ２ 久 保 広 幸 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 公○ 出席を示す ▲○

▲ 欠席を示す ４ 本 田 学 ○

× 不応招を示す ５ 山 本 厚 一 ○

公 ６ 渡 辺 三 義 ○

▲○ 公務欠席を示す ７ 谷 郁 司 ○

会議録署名議員 山 本 厚 一 渡 辺 三 義

職務のため議場に 事務局長 主任主査
出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 野 尻 秀 隆 教 育 長 野 下 純 一

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清 農業委員会長（議員兼職） 多 胡 裕 司

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐 々 木 敏 治 総 務 課 長 早 坂 政 志

出席した者の職氏名 町 民 課 長 芳 賀 均 産業振興課長 副 島 俊 樹

建 設 課 長 高 橋 豊 保健福祉センター次長 丹 野 景 広

国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 ) 総 務 課 参 事 高 橋 直 人

総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育長の委任を 教 委 次 長 有 田 勝 彦

受けて出席した者の

職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 議案第２１号 平成３０年度陸別町一般会計予算

３ 議案第２２号 平成３０年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算

平成３０年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
４ 議案第２３号

予算

５ 議案第２４号 平成３０年度陸別町簡易水道事業特別会計予算

６ 議案第２５号 平成３０年度陸別町公共下水道事業特別会計予算

７ 議案第２６号 平成３０年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算

８ 議案第２７号 平成３０年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開議 午前１０時００分

○議長（宮川 寛君） 多胡議員より、降雨による消防団パトロール招集のため、本田議

員より自宅店舗浸水防止対応のため、遅参する旨報告がありました。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これより、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、５番山本議員、６番渡辺議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 議案第２１号平成３０年度陸別町一般会計予算

◎日程第３ 議案第２２号平成３０年度陸別町国民健康保険事業勘定

特別会計予算

◎日程第４ 議案第２３号平成３０年度陸別町国民健康保険直営診療

施設勘定特別会計予算

◎日程第５ 議案第２４号平成３０年度陸別町簡易水道事業特別会計

予算

◎日程第６ 議案第２５号平成３０年度陸別町公共下水道事業特別会

計予算

◎日程第７ 議案第２６号平成３０年度陸別町介護保険事業勘定特別

会計予算

◎日程第８ 議案第２７号平成３０年度陸別町後期高齢者医療特別会

計予算

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 議案第２１号平成３０年度陸別町一般会計予算から日

程第８ 議案第２７号平成３０年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算まで、７件を一括

議題とします。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第２１号平成３０年度陸別町一般会計予算ですが、

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４億３４８万１,０００円と定めるものであ

ります。

続きまして、議案第２２号平成３０年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算です
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が、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億２,３０９万７,０００円と定めるもの

であります。

続きまして、議案第２３号平成３０年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

予算ですが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億３,８９７万円と定めるもの

であります。

続きまして、議案第２４号平成３０年度陸別町簡易水道事業特別会計予算ですが、歳入

歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億３,２５１万９,０００円と定めるものでありま

す。

続きまして、議案第２５号平成３０年度陸別町公共下水道事業特別会計予算ですが、歳

入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億６,００５万８,０００円と定めるものであり

ます。

続きまして、議案第２６号平成３０年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算ですが、

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億１,３５０万９,０００円と定めるものでご

ざいます。

続きまして、議案第２７号平成３０年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算ですが、歳

入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,３６７万３,０００円と定めるものでございま

す。

以上、議案第２１号から議案第２７号まで、７件を一括提案させていただきます。

内容につきましては、副町長から説明申し上げますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第２１号から議案第２７号まで一括して説明

させていただきますが、説明に入る前に、お手元の資料関係で若干説明させていただきた

いと思います。

議案と一緒に配付させていただきました資料の中で、ナンバー３６の修正版がお手元に

あるかと思います。これは予算のときに、このナンバー３６の修正版で説明させていただ

きますので、御理解をいただきたいと思います。

それから、追加資料があるかと思います。

それから、議会からの要請による資料ということで、追加分、ナンバー３６の修正版と

関連がございますけれども、それも配付、お手元にいっているかと思います。

それでは、予算について御説明を申し上げたいと思います。

一般会計、議案第２１号になります。

１ページになります。

議案第２１号平成３０年度陸別町の一般会計予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳
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出予算」による。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

地方債。

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

一時借入金。

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１０億円と定める。

歳出予算の流用。

第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

それでは、まず、資料ナンバー２０をお開きいただきたいと思います。

資料ナンバー２０は、平成３０年度の一般会計の各課別の歳入歳出予算の資料でありま

して、前年度との比較になってございます。

まず総務課でいきますと、歳入で３０億３,００５万９,０００円、歳出が２２億７９８

万６,０００円、差し引き８億２,２０７万３,０００円であります。

下に書いてございますが、歳入歳出差引額で、総務課は特に国からの交付金関係、地方

交付税ですとか、国、道の交付金関係、それから、町民課は税関係、それらが一般財源の

主なものですので、総務課と町民課については歳入のほうが多いと、そのように御理解を

いただきたいと思います。

それから、歳入のうち、主な基金繰入金については総務課で計上しております。

それから、３番目の歳出としては、総務課に特別職、一般職員の人件費、基金積立金、

特別会計繰出金、消防費、公債費などを含んでございます。

それで、総務課については、２９年度との比較でいきますと、まず歳入では１,２３８

万円ほどの減額、一方、歳出では８,０４９万７,０００円の増となってございます。

そのように、後ほど差し引き関係と各課ごとの歳入歳出の差引額、前年度との比較をご

らんいただきたいと思っております。

したがって、トータルでは、歳入歳出とも１億５,５７４万５,０００円が２９年度から

見ると落ちていると、そういうようになりますので、後ほどごらんをいただきたいと思い

ます。

それでは、予算書、歳出の３９ページをお開きください。

３９ページ、歳出になります。
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まず、特別職、一般職の人件費関係については、１７１ページから１７６ページの給与

費明細書がございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、資料ナンバー７１に科目別の職員数調べをつけてございますので、後ほどご

らんをいただきたいと思います。

それでは、款ごとに説明をしていきたいと思います。

まず、１款議会費１目議会費ですが、今年度、４,３９７万円であります。１,０６６万

４,０００円の減額でございますが、この大きな要因というのは、御存じのとおり、職員

給、給料、手当、共済費については職員１名分の予算を計上してございます。議員は８

人、議会活動に係る予算の計上でございます。９節旅費以下、１９節までは例年どおりの

計上でございます。

それから、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費２億３,９９５万５,０００円の計

上でございます。前年度から見ると１,２６９万９,０００円ほどの減額となってございま

す。大きな要因としては、職員給、給料、手当、共済費で１,０９３万４,０００円の減

額、それから、１８節で４０５万６,０００円ほどの減額、１９節で２７２万６,０００円

の増、これらの差し引きが主な要因でございまして、総務課でいきますと、企画財政室で

４,０８１万７,０００円の内容。内容としては、電算システム関係、庁用の消耗品、複写

機関係が主な内容です。総務担当においては、１億９,６０２万３,０００円、そのうち人

件費が１億７,９９７万５,０００円ほど含まれています。人件費、職員研修、交際費関

係、健康診断などが主な内容です。管財防災については４万４,０００円。

それと、総務課以外では、町民課の戸籍住民担当３０７万１,０００円がございます。

これはマイナンバー制度関係の予算が一般管理費の中に入ってございます。

２節給料、手当、共済費、賃金、旅費、それから、４４ページ、交際費、需用費、役務

費、委託料、１４節使用料及び賃借料までは例年どおりの計上でありまして、備品関係で

は、前年度から見ると４０５万６,０００円の減額になってございます。大きな要因は、

２９年度にカラー印刷機１台、４０７万６,０００円の計上がございました。その減額が

大きな要因であります。それから、１９節負担金補助及び交付金３,１８９万円、前年度

から見ると２７２万６,００００円ほどの増になってございます。

北海道自治体情報システム協議会２,８２０万７,０００円ですが、前年度から見ると２

７５万円ほどの増になってございます。自治体情報システム協議会の負担金、各科目ごと

の一覧については、資料ナンバー２２をつけてございますので、後ほど２２の資料をごら

んいただきたいと思います。

その下、地方公共団体情報システム機構１９１万２,０００円、３１万５,０００円ほど

の増になってございます。これはマイナンバー制度における中間サーバーの運用負担金１

３７万２,０００円、通知カード、個人番号カードの作成委託負担金４９万５,０００円が

内容でございます。

それから、２目文書広報費３,９６８万８,０００円、前年度から見ると５７９万８,０
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００円の減となってございますが、９節の旅費から１１節需用費、次のページの役務費、

委託料、使用料及び賃借料については、前年度同様の予算計上でございます。１５節工事

請負費３,２２２万８,０００円、前年度から見ると５２７万円ほどの減額でございます

が、資料ナンバー２３をお開きいただきたいと思います。

資料ナンバー２３は、防災行政無線、愛の鐘の整備事業でございまして、２８年度から

３２年度までの計画でございます。御存じのとおり、２９年度においては、デジタル無線

整備で役場庁舎、それから、簡易中継局、恩根内、それから、屋外子局で市街地の栄町、

これを整備してございます。３０年度においては、まず屋外子局の市街地でございます。

３基予定しておりますが、まず消防庁舎、それから旭町、元町、この３基でございます。

それから、市街地以外、２基でございますが、上斗満と小利別、この２カ所でございま

す。合わせて５基の整備を予定してございます。

それでは、また予算書の４７ページにお戻りください。

４７ページ。

３目財政管理費、この需用費は予算書８０部の印刷。

それから、４目会計管理費、需用費７８万２,０００円は、決算書８０部と出納関係の

帳票等の印刷でございます。

それから、役務費で３１７万３,０００円と、前年度から見ると大幅に伸びてございま

すが、これについて若干御説明を申し上げたいと思います。まず一つ目は、昨年の８月に

帯広信用金庫理事長の名前で町長宛に、地方公共団体の手数料の適正化に関する要望が出

されました。内容としては、人口減少による長期的、構造的なマイナス要因ということ

と、現在のマイナス金利により、経営が厳しい状況にあるということと、一方では、民間

の事業者ですとか個人の方が振り込み手数料を負担していると、そういったことの公平の

観点から、地方公共団体にも現在信金さんが負担している振り込み手数料などの負担をお

願いしたいという内容でございます。内容としては、手数料でして、現在、口座振替手数

料１件１０円８銭ですが、それを１件５４円にするという内容。それから、窓口収納手数

料、今は無料ですけれども、これも１件５４円に改正するという内容。それから、振り込

み手数料、これも現在無料ですけれども、これを１件１０８円にするという内容。それか

ら、口座振替勧誘手数料、これも現在無料ですけれども、１件５４円に改正。それから、

派出事務手数料ということで、現在、皆さん御存じかと思いますが、出納課の窓口に信金

さんから職員といいますか、窓口に派遣されております。それは今まで信金さんが全部負

担をしてきておりましたけれども、ぜひ今回、１０８万円ほど負担をお願いしたいと、そ

ういったことで要望がございました。町としては、過去に、御存じのとおり道銀さんが陸

別町から撤退したときに、信金さんを誘致した経緯がございます。それとあわせて、町の

指定金融機関ということもございましたので、了承いたしました。この要望については、

十勝管内の全ての地方自治体にも要望が提出されて、同様の改正がされると、そういうふ

うに伺っております。現在、振り込み手数料関係、全会計合わせると３３万円程度でした
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が、４８０万円ほどに増となります。これはやむを得ないということと、これを断ったこ

とによって、将来的に信金さんが経営の関係で撤退、そういったことも考えられないわけ

ではございませんけれども、そういったことも考慮しながら、唯一の金融機関としての誘

致もございますので、そういう手数料関係の改正については了承したと。したがって、役

務費としては、ここに記載のとおり３１７万３,０００円でございます。

それから、５目財産管理費で１億４,４８０万４,０００円、前年度から見ると３,４４

４万５,０００円ほどの減となってございます。内容としては、総務課でいきますと、役

場庁舎管理ですとか、財産管理、福祉館の管理ですとか基金関係、公用車の維持管理、り

くべつ鉄道関係で１億２,２８９万６,０００円。

町民課は、税務担当の地籍図、それから、広報広聴担当のテレビ中継局、地デジ、光

ケーブル関係の管理、これが１,８６０万５,０００円。

教育委員会は、タウンホールの管理がございまして、３３０万３,０００円ほどです。

これは教育委員会の管理、タウンホールは、大きい要因とすれば、昨年度からタウンホー

ルの椅子と台車の購入をしておりますが、その経費が主な内容でございます。

４８ページをお開きください。

９節旅費から需用費、役務費関係は例年どおりの計上でして、１３節委託料で５,５９

６万５,０００円でございます。まず、施設設備保守管理１３５万１,０００円について

は、地デジ再送信設備の光ケーブル設備の管理、点検などが１３５万１,０００円。その

下の施設設備等改修７８５万５,０００円、これは、まず森林組合事務室のブラインドの

交換、それから、光ケーブルの電柱取りかえ、北電柱が４５本、ＮＴＴ柱が３０本、それ

から北海道横断自動車道網走線の工事に伴う電送路移設、３月補正で仮設関係で既定予算

内で実施したということを伝えましたけれども、今回は下勲祢別の本移設に係る補償とい

うことで５２万６,０００円です。歳入も同額ございます。それから、施設周辺整備３７

４万１,０００円は、りくべつ鉄道の維持管理業務、陸別駅から分線駅まで。それから、

二つ飛んで車両等維持委託４７２万９,０００円、これは銀河線車両の黄色のメーテル号

１両のラッピングです。これについては、商工会からの要望に基づいて予算を計上してご

ざいます。施設整備修繕１１３万６,０００円、これは石井踏切の段差解消でございま

す。一つ飛んで、地籍図修正３９６万８,０００円、前年度から見ると１７２万１,０００

円ほどの増でございます。内容としては、北海道横断自動車道網走線の工事に伴う地籍図

の修正等でございまして、土地の分筆ですとか合筆など５１０筆でございます。これは１

２月定例会でも補正させていただいておりますが、そういう内容でございます。それか

ら、庁舎管理関係については例年どおりの計上でございます。１４節の使用料及び賃借

料、これについても例年どおりの計上でして、１５節工事請負費は２,１４１万７,０００

円、前年度から見ると２,５５４万８,０００円の減額でございます。まず、施設設備改修

４１９万６,０００円については、東１条２区の職員住宅１棟２戸の改修でございます。

屋根等の改修でございます。その下、一つ飛んでりくべつ鉄道広場整備５４６万９,００
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０円、これは旧陸別駅構内の木柵の整備でして、平成１９年度に整備をしましたので、大

分年数がたっておりまして、除雪などによる傷みもございますし、年数もたっているとい

うことで、延長で約４００メートルでございます。その工事が５４６万９,０００円。工

作物の解体・撤去５８６万９,０００円、これはモータープールの用地に隣接する建物５

棟と、それから、土地８６３.９４㎡の寄附が昨年５月３１日にございました。現在の

モータープールとしてはちょっと手狭でございまして、今、町道の幅員４メートルの細い

道路から大型車両が出入りしています。バスとか建設車両関係ですが、安全上ですとか危

険性の問題もございますので、狭いということもございますし、今回、寄附を受けたとこ

ろを解体して、モータープールの土地を広げまして、今、役場の庁舎の下の道路、町道東

１条仲通りになりますけれども、幅員が７.５メートルございます。そこの道路から、町

道から大型車両が出入りできるように、今後整備をしてきたいという、そういったことで

考えてございます。一つ飛んで備品購入費２８２万２,０００円、管理用備品ですが、こ

れは先ほど説明させていただきました教育委員会のタウンホールの椅子１００個、台車３

台の購入でございます。その下、作業用備品９万５,０００円は、公用車管理用で、ハン

ディ洗浄機１台の購入を考えてございます。

次のページになります。

公用車２４万３,０００円、これは平成２８年２月１４日に日産自動車からコミュニ

ティバス用として無償貸与を受けた電気自動車でございますが、来年の２月１３日、３年

間で無償貸与期間が切れるわけですが、それを町で購入して、コミュニティバスの車両と

して継続をしていきたいと。その電気自動車の購入費が２４万３,０００円でございま

す。２５節の積立金３,３６５万円です。財政調整基金積立金９万８,０００円、減債基金

３８万４,０００円、ふるさと整備基金４９万６,０００円、ふるさと銀河線跡地活用等振

興基金が３７万６,０００円、町有林整備基金が３万２,０００円、地域福祉基金が２万

５,０００円、公共施設等維持管理基金が３万１,０００円、給食センター管理運営基金が

２万円、スポーツ振興基金が６,０００円、これはそれぞれ利子分でございます。いきい

き産業支援基金３,２１８万２,０００円でございますが、まず、利子分が８１万３,００

０円、優良家畜導入貸付金の約定償還分が２,８３２万４,０００円、農業機械貸付収入３

０４万５,０００円が内訳となってございます。

それから、６目町有林野管理費３,９９２万１,０００円、前年度から見ると１,９１４

万６,０００円ほどの増でございます。資料ナンバー２４－１に町有林管理事業の収支一

覧表、２４－２に町有林管理事業実施箇所図をつけておりますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。共済費から１１節までは例年どおりの計上でして、１２節で３,１

３１万８,０００円、２９年度に比べ大幅に事業費が伸びてございますが、御存じのとお

り、平成２９年度においては、ヤツバキクイムシ対策に重点を置きまして、事業環境を見

直したところでございますが、３０年度においては、一部ヤツバキクイムシ対策もござい

ますけれども、森林組合と協議をしながら、従来の事業量に戻してきたと。そういったこ
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とで１,９１４万６,０００円ほど増となってございます。まず、気象災害被害地造林事

業、これは弥生の２.２ヘクタールですが、２８年８月の台風被害でございます。それか

ら、一番下の森林環境保全整備事業、町有林２,６８７万７,０００円は、町有林の下刈

り、東斗満ほかが６５.６２ヘクタール、旧鉄道林の５.９２ヘクタール、ヤツバキクイム

シ対策で６２０万６,０００円の内訳でございます。

次のページ。

委託料３１２万５,０００円、野そ駆除７９万２,０００円は、２０３.５２ヘクタール

の２回分、空中散布２回分でございます。それから、森林現況調査業務２３３万３,００

０円は町有林の拡大事業に係る委託費でございます。１４節から２７節までは例年どおり

の予算の計上でございます。

７目企画費７,６７１万９,０００円、２４２万７,０００円ほどの増でございます。ま

ず、内訳としては、総務課でございます。総務課が６,０６５万９,０００円でございま

す。企画財政室が２,３４４万５,０００円、チャレンジプロが３,７２１万４,０００円、

それから、産業振興課が１,５５２万６,０００円、建設課が５３万４,０００円でござい

ます。建設課の５３万４,０００円は、太陽光発電設置事業補助金１件、５０万円、それ

と旅費でございます。

説明をしていきます。

まず、１節報酬３０万５,０００円は、まちづくり推進会議の委員の報酬でございまし

て、９節の費用弁償１万４,０００円と関連がございます。それから、旅費と需用費関

係、役務費関係、使用料及び賃借料関係、それらについては、ちょっと暮らし住宅２戸、

モデル住宅１戸、旭町の森林管理署アパートの６戸、移住産業研修センターの共有スペー

ス、食堂分の維持管理費が主な内容でございます。

役務費の中で、口座振替６,０００円とございますが、そのうち１,０００円と、次の

ページの決済システム利用７万５,０００円、委託料のふるさと納税業務委託、これはふ

るさと納税にかかわる予算でございます。今回の補正でも減額させていただきましたけれ

ども、２９年当初においては１,０００件を見てございましたけれども、今回、３０年度

においては５００件を見て予算を計上してございます。

それから、総合計画策定支援業務２５７万３,０００円でございますが、これは第６期

総合計画、平成３２年度から４１年度までの１０年の計画にかかわる準備として、基礎調

査と基本構想の素案を策定ということで、委託を考えてございます。内容とすれば、デー

タ収集はもちろんですけれども、町民アンケート、それから、現計画の進捗状況の把握、

庁舎内のヒアリングですとか、関係団体との討論会、座談会などを予定してございます。

今の計画、第５期計画につきましては、総務課において企画財政担当のほうで直営で実施

した経緯がございます。結果として、計画は策定して、議会の議決もいただきましたけれ

ども、反省点が何点かございます。まず、直営でやったことによって、町民アンケートも

実施したわけですけれども、各課からのヒアリング、あるいは庁舎内でのアンケートです



― 11 ―

とか、各団体からの要望等、協議もしましたけれども、それら全てが今の計画に反映され

たかというと、反映されていないという反省点がございました。したがって、中身のある

もの、そしてあわせて、御存じのとおり、今、１０年前から見ると、庁舎、役場職員全体

の事務量がふえてきているのが事実でございまして、この計画に集中的に取り組むという

のはなかなか厳しい面が出てきているのも事実でございます。そういう反省点を踏まえ

て、第６期計画については委託をしながら、町民の皆さんの声ですとか、団体の皆さんの

声ですとか、そういったものを反映した実のある計画を策定していきたいと、そのように

考えているところでございます。

その下の新農林業人材発掘プログラム４４６万１,０００円については、２８年度から

実施しておりますけれども、３０年度においても大学生８人、５泊６日で予定を考えてい

るところでございます。

それと、ふるさと納税関係につきましては、資料ナンバー２５をつけておりますので、

後ほどごらんをいただきたいと思います。

備品購入費５７万２,０００円ですが、これは森林管理署のアパートの１戸の給湯用ボ

イラーの更新を考えてございます。今あるのは１５年以上経過していて、もう部品がない

ということですので、今回、更新をしたいと。それから、移住産業研修センター用で、食

材を保管する冷凍庫１台を予定してございます。現在、そういう冷凍庫関係がないもので

すから、食材の保管に若干の問題があるということで、予算を考えてございます。

１９節負担金補助及び交付金５,８４７万４,０００円ですが、負担金については例年ど

おりの計上でございます。

地方創生推進交付金事業負担金６０５万円ですが、資料ナンバー２６－１をお開きくだ

さい。これは池北三町の連携事業でございまして、中段の右側に書いてございますが、①

として地域産品販路拡大実証事業、これの陸別町負担金が２００万円。その下の３町地場

産品を活用した新たな食ブランド構築事業、陸別町が５０万円、合わせて２５０万円。そ

れから、圏域周遊モデルルート開発事業、陸別町は１５０万円。それから、拠点施設等魅

力創出事業、陸別町１００万円で、合わせて５００万円となります。そのうち国の交付金

と特別交付税措置が２分の１あるということ。

次のページをお開きください。２６－２でございます。これは十勝アクティブシニア移

住交流促進事業ということで、十勝管内１３町と十勝総合振興局が共同で実施するもので

す。都市圏の５０代から６０代のシニアの移住・交流ということで、それをターゲットに

していくという内容ですけれども、下の表で、まずとかち東北部移住サポートセンター事

業、①学びのニーズ等の現状把握、負担金１３万円、それから、②の効果的な情報発信１

７万１,０００円と５２万６,０００円、③の受け入れ事業の実施１２万３,０００円、合

計９５万円が陸別町の負担になります。それとあわせて、十勝広域連携事業分１０万円、

先ほどの５００万円と、この資料ナンバー２６－２の９５万円、それと十勝広域連携事業

分１０万円を足した６０５万円が予算書にある負担金となります。それから、右側の陸別
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移住を応援する会事業、フェア参加旅費で２２万１,０００円、ブース借上料で４０万

円、広告費、パンフレット２,２００部を予定しておりますが、２３万８,０００円、合計

８５万９,０００円になります。これは町単独事業として移住を応援する会のほうに交付

金として出すお金でございます。

それでは、予算書の５７ページにお戻りください。

下から２番目の通学定期差額補助事業９４７万４,０００円、これは高校生の通学定期

の差額補助金ですが、足寄高校が１９名、本別高校が２名、北見方面が１６名、置戸高校

１名、合わせて３８名の補助金でございます。

次のページ。

一番上のとかち東北部移住サポートセンター負担金７６万８,０００円、これは池北三

町連携事業でございます。嘱託職員２名分の人件費、それから、車両の借り上げなどでご

ざいます。

それから、補助金の移住定住促進住宅建設等補助１,４００万円、これは２９年度から

実施して、新たな制度として定住促進策として制度化したわけですが、現在、２９年度の

実績としては、住宅改修が１５件、新築が４件ございます。一般住宅建設が２件、子育て

住宅が１件、二世帯住宅が１件でございます。制度としては、それなりの成果が上がって

いるというふうに認識しておりますので、３０年度においても１,４００万円の予算を確

保しながら、定住促進に向けていきたいと、そのように考えているところでございます。

それから、まちづくり事業６００万円については、まちづくり補助金が３００万円、空き

家解体が３００万円の内訳。それから、民間活用住宅建設事業１,２６０万円ですが、単

身用が２戸、世帯用が２戸の１,２６０万円。それから、太陽光発電設置事業、先ほど説

明しました１件５０万円、繰越明許費で１件ございますので、予算としては３０年度は２

件と、そのようになります。

それから、交付金です。陸別東京事務所開設事業で５１万９,０００円、これは前年度

と同額です。移住交流対策事業１１３万２,０００円については、先ほど説明した移住を

応援する会への交付金でして、今回、２年ごとのパンフ作成２,２００部、２３万８,００

０円を含みますし、先ほど説明した８５万９,０００円の中にも入ってございます。地域

交通利用促進事業３１０万６,０００円、これはバス利用促進事業でございます。１人当

たり運賃の３分の２を助成するという内容ですが、ちょっと経過を申し上げます。平成２

７年度の実績では、件数としては１,４２１件で、延べ人員で１,７８５人でございまし

た。２８年度においては１,６９１件で、延べ人員で２,０９０人です。２９年度の１月末

現在ですが、１,６０６件、延べ人員で１,８４９人ということで、利用促進の効果で利用

者がふえてきている状況にございます。あと、友好町民の会４１万５,０００円、これは

ことしの７月か８月にラコーム市から１０人ぐらいの方が来町したいということで、その

受け皿となる実行委員会をつくりながら、交付金として３０万円を予定してございます。

失礼しました、３０万円はラコーム市姉妹友好提携交流事業です。友好町民の会の４１万
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５,０００円というのは、５年ごとにカードを作成しますが、そのカード代２７万円を含

んでございます。友好町民の会の会員は、現在３２０名ほどでございます。そして、その

下のラコーム市については、今説明した、７月または８月にラコーム市から１０名程度が

来るということで、実行委員会をつくって、そこに交付金として出すという内容。サマー

ｉｎりくべつ実行委員会１８４万７,０００円については、ことし、友好提携を結んで３

０年になるということで、経過を申し上げますと、平成元年の６月５日に、電機連合音響

部会と陸別町が友好提携に対する覚書を交わしまして、その年からサマーｉｎ事業を実施

してきたわけです。今年度、３０周年の記念事業を実施したいということで、それの２０

万円分、それと、サマーｉｎりくべつ実行委員会に対する交付金６３万円、それと、サ

マーｉｎ用のテントが、今あるのが平成１１年に購入したものでして、大分傷みがあると

いうことで、１５張ほど購入をしたいと。それを合わせて１８４万７,０００円でござい

ます。

それから、９目交通安全対策費、これは例年どおりの計上でして、１０目の諸費２９６

万６,０００円の計上ですが、報酬から次のページの１９節までは例年どおりの計上で

す。昨年度までは８節と１１節に町功労者表彰関係の予算も計上しておりましたけれど

も、町功労者表彰の関係につきましては、後ほど説明させていただきますが、新たに開町

１００年記念事業費という科目を設定しまして、その中に移行してございます。

次のページにいきます。

１１目交流センター管理費でございます。３,３１１万７,０００円でして、１,５６４

万３,０００円ほどの減額となっておりますが、内容としては、２９年度において道の駅

のトイレ改修１,５０２万５,０００円がございました。その分が減額となっているところ

でございます。なお、資料ナンバー２７に交流センター管理事業の一覧をつけております

ので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

賃金から１４節までは例年どおりの計上ですけれども、この中で、委託料で、下から二

つ目、宿泊研修施設管理１,７４５万２,０００円の計上です。これは前年度から見ると２

６万１,０００円ほどの増となってございますが、これは宿泊者増に伴う予算となってご

ざいます。

１２目銀河の森管理費、内容としては、天文台関係で４,６９６万５,０００円、コテー

ジ村関係で２,０４０万２,０００円、銀河の森の専用水道費が２,１６５万８,０００円の

内容です。合わせて８,９０２万５,０００円の予算計上。比較しますと１,８４０万５,０

００円ほどの増ですが、委託料で５８８万円ほどの増、工事請負費で１,２６０万１,００

０円の増でございます。天文台、コテージ関係については、資料ナンバー２８に天文台と

コテージと専用水道の委託料内訳の資料をつけてございますので、後ほどごらんをいただ

きたいと思います。報酬から給料、手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務

費、委託料までは例年どおりの計上でございます。あわせて、１４節使用料及び賃借料も

例年どおりの計上ですが、まず、委託料で３,９０６万１,０００円の予算で、５８８万円
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ほどふえてございます。まず、３段目の施設設備等改修４１９万２,０００円です。これ

は天文台の総合観測室と天井の雨漏りの修繕、それから、銀河の森専用水道の水槽施設残

留塩素計の更新、それが内容でございます。それから、６４ページの下から２番目、測量

試験費４０１万２,０００円、これは銀河の森専用水道の配水管移設測量調査と実施設計

の委託料、延長２７０メートル、４０１万２,０００円と、それから、工事請負費、６５

ページの配水管布設がえ１,１０７万４,０００円、これがセットでございます。これは資

料ナンバー３０を後ほど説明させていただきますが、その前に、６４ページの一番下、水

道施設運転管理の８１万６,０００円、今回新たな予算計上であります。水道施設の運転

管理業務ですが、資料ナンバー２９をお開きください。

資料ナンバー２９は水道施設の維持委託業務でして、一般会計、それから簡易水道事業

会計の予算にも関係がございます。一般会計でいきますと、水道施設としては銀河の森専

用水道、小利別地区の専用水道、それから、営農用水、上陸別地区とトラリ地区、それと

特別会計の簡易水道でございます。ここにございますが、業務種別として、運転監視業

務、保守点検、その他業務、緊急対応、これらの業務を３０年度から業者に委託をしたい

という考え方でございます。実は御存じのとおり、今、水道事業は下水道担当と２人で対

応しておりますが、緊急時、異常天候の場合などは、全部職員のほうに警報が入りまし

て、夜間、休日問わず職員が出勤をしたり対応していたところでございますが、いかんせ

ん、距離的な問題ですとか、あるいは夜間の問題、そういったこともございますので、職

員の健康管理の問題ですとか、事故防止、そういったことが常に念頭にあったわけでござ

います。そういったことを解消するために、３０年度から業者に委託をして、各水道施設

の維持管理を図っていきたいと、そのように考えているところであります。参考までに近

隣の自治体に聞きますと、近隣の自治体はもう既に早くからこういった業務を民間に委託

をして進めてきていると、そういったことでございます。おくればせながら、当町として

も限られた職員の数の中で対応せざるを得ないということもございますので、先ほど説明

したように、職員の健康管理の問題ですとか、事故防止、そういったことを踏まえて、今

年度から委託をして、水道事業を進めていきたいと、そういうふうに考えているところで

ございます。

この後、銀河の森が終わっても、小利別専用水道ですとか、営農用水関係が出てきます

けれども、この中にも計上している予算が出てきます。それらについては、この資料ナン

バー２９を後で御参照くださいと、そのように申し上げておきたいと思っておりますの

で、その点、御了承いただきたいと思います。

次、資料ナンバー３０をお開きください。

資料ナンバー３０は、道道北見白糠線の天文台に入る道路の図面と、共栄第一の旧恵盛

木材の工場のところからイベント広場に入る道路のところでございます。まず、この配水

管移設事業については、３０年度、３１年度の２年度で計画を予定しておりまして、まず

共栄第一の旧恵盛木材工場の工場跡地からイベント広場の入り口まで４７０メーターござ
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いますが、実は受水槽が平成２８年８月の台風で、清水川に管が露出しているということ

が判明してございます。それで、３０年度においては、道道からイベント広場入り口ま

で、①ですけれども、１４０メーターの設計をしまして、工事としては１４０メーターで

実施すると。②の配水管移設、これについては、工事は３１年度て実施をするということ

です。設計については３０年度に実施しますけれども、②の工事は３１年度で実施をする

予定ということで今進めているところでございます。

それから、１８節１１５万２,０００円、管理用備品ですが、まずは天文台の観測デー

タ保管用のＬＡＮとハードディスク１台、プラネタリウムの番組が１つ、モニター用テレ

ビ、展示室と事務室のテレビ各１台ずつ、それと、コテージ村のＩＨクッキングヒーター

２台、専用水道の水道メーターが内容となってございます。

１３目地域活性化推進費３,４４４万円の計上、２９年度から見ると２８０万７,０００

円ほどの増です。活性化事業、チャレンジプロの事業ですが、資料ナンバー３１をつけて

おりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。３,４４４万円の内容について

簡単に御説明申し上げますが、まず、地域活性化推進専門員の経費が４９９万８,０００

円、共済費４１万７,０００円と賃金３８９万６,０００円、旅費が５３万３,０００円、

需用費が３万６,０００円、使用料、手数料が１１万６,０００円です。

ミネラウォーター開発事業２０５万５,０００円、１２節で２７万７,０００円、委託料

で１７７万８,０００円。ミネラルウォーター、３０年度は２万２,８００本を製造する予

定でございます。それから、木炭開発事業９万９,０００円ですが、これは需用費で２万

９,０００円、委託料で７万円でございます。製造した木炭については、２９年度も実施

しましたけれども、町民の皆さんにまた配布を考えているところでございます。

それから、薬用植物研究事業１８６万６,０００円ですが、報償費で５万円、１１節で

７７万４,０００円、１２節で３４万７,０００円、１４節で２９万９,０００円、１８節

で２万６,０００円、１９節で３７万円です。

地域おこし協力隊、６名分を予算計上してございます。２,５４２万２,０００円でござ

います。商工観光推進員は、現在１名在籍しておりまして、その経費が４１３万４,００

０円、共済費８４万９,０００円、賃金３００万１,０００円、旅費が２３万４,０００

円、需用費が５万円です。それから、新事業支援推進員も１名在籍しております。５０２

万６,０００円ですが、共済費で９８万８,０００円、賃金で３１９万５,０００円、旅費

で５０万５,０００円、１１節で１１万円、１８節で２２万８,０００円です。それから、

酪農支援推進員、現在１名在籍しておりますが、複数体制にしたいということで、２名を

考えてございます。２名分、７１４万１,０００円です。共済費が１３７万８,０００円、

賃金が４９８万７,０００円、旅費が２４万７,０００円、需用費が１１万円、役務費が１

０万１,０００円、負担金、１９節が３１万８,０００円です。それから、商工支援推進

員、現在不在でございます。１名分を計上してございます。２５６万９,０００円です。

共済費が６０万１,０００円、賃金が１８６万４,０００円、旅費が４万４,０００円、１
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１節が６万円です。それから、産業振興推進員、１名在籍しております。６５５万２,０

００円です。共済費で１５２万９,０００円、賃金で４９４万９,０００円、９節で４万

４,０００円、需用費で３万円です。先ほど説明しました酪農支援推進員１名、商工支援

推進員１名については、現在募集をしているところであります。

６７ページの委託料で、先ほど説明しましたミネラルウォーター製造２万２,８００

本、１７７万８,０００円です。

それから、次のページ、備品購入費２５万４,０００円、作業用ですが、屋外用のはか

りが１台、ステンレス製の蒸留装置一式、合わせて２５万４,０００円です。

それから、薬用植物研究事業３７万円の交付金ですが、昨年の６月２２日に薬用植物研

究会が発足しました。会員は１１名です。昨年も基盤研などの視察を１泊２日で実施しま

したけれども、３０年度は２泊３日で視察を予定してございます。その経費３７万円分の

交付金となります。

１４目の企業誘致対策費については例年どおりの予算計上です。

１５目の開町１００年記念事業費２,２３６万９,０００円、これは諸費でも説明しまし

たように、新たに目を設置しました。ということは、どういうことかといいますと、過去

の９０年とか８０年のときは、記念式典の費用は総務課で諸費で見て、あとは関係する協

賛事業とか、そういったものは各課の予算の中で見たのですけれども、そうすると、実績

を把握する段階では、なかなか難しいという部分が出てきますので、１００年については

一つの科目に全部集中をして、主催事業から共催事業まで、全てをこの１００年の科目に

集計したと、そういう内容でございます。それによって、決算の段階でも、この科目を見

れば１００年事業ではどれだけの決算があったかということが一目でわかる、そのように

予算計上をしたところでございます。

追加資料を配付しておりますが、その１をお開きいただきたいと思います。追加資料１

ですが、開町１００年記念事業は報償費から１９節負担金補助及び交付金までございま

す。合わせて２,２３６万９,０００円ですが、主な内容としまして、ここに資料をつけて

ございます。まず報償費関係でいきますと、１,０７７万２,０００円、謝礼金、それから

記念品でございます。それから、１１節需用費２２０万７,０００円、これは消耗品、食

糧費、印刷製本費関係でございます。役務費５４万１,０００円は、ここに記載のとお

り、通信運搬費、郵便料ですとか新聞広告、町民植樹祭の保険料。委託料３７１万２,０

００円については、町民に配布する陸別物語、上下巻合併号でございます。それから、植

樹祭の看板、町勢要覧の作成と付録のＤＶＤ作成、式典用リーフレットの作成、合わせて

３７１万２,０００円、工事請負費は公園施設整備ということで、北陵岳の山頂看板設

置、それから、１６節原材料費は４２万７,０００円で、施設管理材料費ですが、町民植

樹祭用の苗木、町民パークゴルフ大会記念植樹用の苗木などでございます。１９節３８９

万４,０００円は補助金ですが、これらは全部協賛事業になる部分でございます。文化芸

術鑑賞事業、これは文化協会ですが、太鼓オーケストラを予定していると。それから、文
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化団体活動推進事業では、１００年の歴史写真展をタウンホールでしたいということと、

ふるさとコンサート。あかえぞ発刊で、開町１００年で５０ページ分を増刷するというこ

と。社会体育活動推進事業関係では、登山会の記念品、合わせて２,２３６万９,０００円

の予算となってございます。

ちなみに、参考までなのですが、開町１００年記念事業ということで、当町として北海

道警察、あるいは陸上自衛隊、ＮＨＫなどに働きかけてきたところでございますが、まず

陸上自衛隊の音楽隊についても、日程調整をする段階で、音楽隊に来ていただくと、そう

いう方向になってございます。それから、道警音楽隊も、カラーガード隊も含めて７月２

０日に予定しております交通安全住民の集いに来ていただける、そういったことで今進め

ているところでございます。それと、ＮＨＫの関係でございますが、当初、のど自慢をお

願いしてきたのですが、のど自慢はやっぱりちょっと陸別さん、遠慮してくださいという

ことで、地域実施全国放送公開番組という部分で、ハートネットテレビ、ｅテレの目指せ

いきいき長寿という、福祉関係の番組、公開録画の番組を、東京のほうで決定していただ

きました。これは福祉関係の番組ですけれども、８月１８日、土曜日、タウンホールで、

公開録画番組本番をすると。タウンホールでやりますので、一般の傍聴も、一応ハガキか

何かで申し込みすると思うのですけれども、それでＮＨＫの番組としても協賛事業といい

ますか、１００年記念事業としてやっていただけると、そういう内容になってございま

す。

それでは、予算書の７０ページにお戻りください。

２項徴税費の１目税務総務費です。予算では３,４９４万７,０００円で、１,００９万

６,０００円ほどの増ですが、職員人件費で９６８万１,０００円ほどの増でございます。

あとは例年どおりの予算の計上でございまして、２３節で町税の還付金２００万円、昨年

度から見ると５０万円ほどの増となってございます。２目賦課徴収費で３３０万３,００

０円、７１万６,０００円ほどの増ですが、旅費から１９節までは例年どおりの計上です

が、まず、１９節、負担金で、自治体情報システム協議会９７万２,０００円、これは５

４万円ほどの増でございます。確定申告システムの更新が３２万４,０００円、同じく確

定申告のサーバーライセンス費が２１万６,０００円の内訳でございます。十勝圏複合事

務組合、これは税滞納整理機構への負担金ですが、引き継ぎは６人の１３２万５,４８２

円を予定してございます。

それから、３項戸籍住民基本台帳費、これは給料から次のページの委託料までは例年同

様ですが、自治体情報システム協議会、１９節で５０６万７,０００円、住基サポートの

負担金、それから、住基サポートのコンピュータ総合保険、戸籍電算化システム保守及び

使用料、それから、住民閲覧用制限に係る住基サポートの修正が主な内容でございます。

それから、４項選挙費、１目選挙管理委員会費については、報酬から１９節までは例年

どおりの計上でして、次のページ、３目で知事道議会議員選挙費１９５万４,０００円を

計上しております。３１年は統一地方選挙の年でして、３月の下旬には知事選挙の告示、
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４月上旬には道議選の告示がございます。前回、２７年の統一地方選挙の知事道議選と同

様の内容で、今回、報酬から使用料、１４節まで予算を計上してございます。

それから、５項統計調査費、１目指定統計調査費は、３０年度は工業統計と土地統計調

査の二つでございます。

それから、６項の監査委員費については、報酬から１９節までは例年どおりの予算計上

でございます。

○議長（宮川 寛君） とめてください。

１１時２５分まで休憩いたします。

休憩 午前１１時１０分

再開 午前１１時２４分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは７８ページに移ります。

３款民生費です。１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度３億８,８２３万２,０

００円、前年度から見ると５,８８７万１,０００円の減額ですが、昨年度においては、臨

時福祉給付金がありました。それと、みどりの園の施設整備で１,０００万円、これを合

わせると２,１２０万円ほどの減額でございます。それと、扶助費で３,７３０万円ほど、

２９年度から見ると減額になっていると。それらが主な減額の要因でございます。１節の

報酬から８０ページの委託料までは例年どおりの計上でございます。１５節２１３万７,

０００円は、防犯灯の新設・撤去で、元町と旭町の防犯灯のＬＥＤ化工事でございます。

２３基分。それから、１９節３,４７４万３,０００円ですが、まず負担金で、自治体情報

システム協議会４５万７,０００円は、医療給付のシステム改修です。子ども医療、ひと

り親、重度障害のレセプト併用に伴うシステム改修費、

それから、次のページ、補助金の社会福祉協議会３,２０７万５,０００円です。２９年

度から見ると３７５万７,０００円ほどの増となってございます。補助金の内訳について

は、資料ナンバー３２をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います

が、社協の職員４人分の人件費、それから、移送サービス事業の補助金、それから、訪問

介護事業の補助金。訪問介護事業は、２９年度までは職員１人と臨時職員で対応していた

のですが、それで８時４５分から５時までの対応だったのですが、３０年度は、社協とし

て職員２人体制にして、朝の７時から夜の７時まで対応したいと、そういったことで、人

件費の増が主な内容でございます。

次のページにいきます。

一番上の高齢者の交通費助成３２５万８,０００円は、資料ナンバー３３をつけており

ますので、後ほどごらんをいただきたいと思いますが、利用者もふえてきております。前

年度から見ると２１万１,０００円ほどの増でございます。それから、支援費でございま

すが、地域生活支援費１３８万３,０００円、成年後見制度の利用支援１０万円を含んで
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ございます。

それから、次の障害者介護給付費８,４７５万４,０００円、前年度より６５６万４,０

００円ほどの減、それから、障害者訓練等給付費７,２７７万６,０００円、これは２９７

万２,０００円ほどの増となってございます。それから、その下、相談支援給付費１４８

万２,０００円は５８名分、その下の身体障害者更生医療給付費１,６２５万２,０００円

は９人分、その下の身体障害者補装具交付費６４万５,０００円は７人分、療養介護医療

費１９７万１,０００円は２名分です。繰出金として、国保会計への繰出金３,１８３万

５,０００円は、前年度から見ると３,８５３万９,０００円ほどの減額、介護保険会計へ

の繰出金４,３９９万７,０００円は１２１万円の増でございます。

次、２目老人福祉費８,１９８万１,０００円ですが、前年度から見ると２億１,３１９

万１,０００円の減。これは２９年度で福寿荘の建設、２億３,３７２万６,０００円ほど

ございました。それの減額が主な内容でございます。それから、４節、７節は昨年と同様

の計上であります。それから、８節報償費、報償金２万７,０００円は、まず後見実施機

関運営会議の弁護士などでございます。資料ナンバー３５－２をつけておりますので、後

ほどごらんをいただきたいと思います。それから、謝礼金１０万円は、高齢者問題の研修

会の講師分。敬老祝い金９９万円は、喜寿が３２名、米寿が１９名、長寿が１名分でござ

います。福寿荘に係る予算関係は、比較表でございますけれども、資料ナンバー３４をつ

けておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。主な予算計上の中身として

は、老人福祉費については、介護予防施設ふれあいの郷の維持管理費が１２５万８,００

０円、それから、福寿荘の維持管理費関係が２,５３５万１,０００円、福祉住宅からまつ

ハウスの維持管理費が３４万６,０００円、高齢者交流センター管理が１０４万２,０００

円、老人健康増進センターの維持管理費が９８万円、合わせて２,８９７万７,０００円が

施設管理に係る分でございます。

それから、次のページ、委託料２,６９２万２,０００円、１,５７７万１,０００円の増

でございます。まず、施設設備保守管理７９万３,０００円、この中には福寿荘の分６１

万９,０００円を含んでございます。それから、施設等管理運営業務１,７８０万５,００

０円の中には、１,２９０万２,０００円の福寿荘の分が、一つ飛んで介護予防運動指導者

派遣１８万円、これらが福寿荘に絡む分でございます。それから、敬老事業で歌謡ショー

ですが、２９年度まで１００万円を見ておりましたけれども、２０万円上乗せして１２０

万円で敬老事業をやります。それから、成年後見制度法人後見支援事業、これは資料ナン

バー３５－１をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。１４節の

賃借料、老人緊急通報システム借上料、月平均で３５台の予算、１９７万８,０００円で

す。それから、備品購入費４１万５,０００円は、ふれあいの郷の活動室のテレビ１台、

老人健康増進センターのＦＦストーブ１台、ガス小型湯沸かし器１台が内容です。１９節

では、補助金、デイサービス運営事業１,６０８万６,０００円、資料ナンバー５をつけて

おりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。その下、認知症高齢者グループ
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ホーム暖房機具更新事業５００万円、これはＮＰＯ優愛館のグループホームゆうの里のボ

イラー更新、事業費としては７６６万８,０００円でありますが、そのうち５００万円の

補助。介護予防・日常生活支援総合事業３９７万円は、これもＮＰＯへの補助です。訪問

型サービスＡに係る補助金でございます。

次のページ。

介護職員資格取得助成事業３０万円、修正版の資料ナンバー３６をお開きください。修

正版のナンバー３６は、介護職員等資格取得・研修支援事業資料の概要版でございます。

趣旨としては、町内の介護職に従事する人材の育成確保と定着の促進を図るため、その

資格取得及び研修受講に係る費用の一部を助成すると。この中には、在宅要介護者の主介

護者を含むという内容です。

２として、資格及び研修は、対象となる資格及び研修はここに四つございます。①が介

護職員初任者研修、これは２級ヘルパーです。それから、②が社会福祉士・介護福祉士、

③が介護支援専門員、ケアマネです。④が町長が特に必要と認める研修。

３の交付対象者は、町内に住所を有し、町税などを滞納していない者で、上記の資格試

験に合格または研修を修了した者を対象とすると。

４の対象経費ですが、全て実費でございます。受験料実費。受講料実費。教材費、試験

研修等の受講に必要な教材ということで、参考文献は含まない。交通費については、公共

交通機関運賃の実費とすると。ただし、やむを得ず自家用車を使用する場合は、車賃とし

て１キロ当たり２０円に対象研修等開催市町村間の往復距離を乗じた額、円未満切り捨て

ということです。宿泊料は実費、上限が１万１,５００円以内ということであります。

補助金の額は、１人当たりの経費に３分の１を乗じて得た額とし、１０万円を限度とす

る。ただし、勤務している事業所とか、そういったところから助成金が出る場合は、その

金額を控除しますよと、そういう内容です。

交付対象者が努めるべき事項としては、補助金の申請年度中に実施される対象研修等を

修了すること。

②としては、町内に所在する民間の介護事業所に勤務していない者が対象研修等を受講

し、その資格取得または研修受講等を修了した場合は、その資格を取得した日から起算し

ておおむね３カ月以内に施設に勤務してもらいますと。ただし、対象者の意思にかかわら

ず、施設側の事情により勤務できなかった場合は、さらに９カ月間延長して勤務すること

を猶予する。つまり最大で１年間、勤務できなかった場合は１年間猶予しますよと、そう

いう内容です。

③として、町内において在宅要介護者の介護を行うために対象研修等を受講し、資格を

取得した場合は、資格を取得した日以後に担当する介護支援専門員が作成する介護サービ

ス計画の写しを町長に提出していただくと。

予算としては１０万円の３名分を見込んでございます。

冒頭申し上げました要綱の素案ですが、議会からの要請による追加資料としてお配りを
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しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それでは、予算書の８６ページをお開きください。

扶助費ですが、老人福祉施設入所措置費、５名分、昨年度は７名でしたが、２名減の９

１５万１,０００円。

それから、３目後期高齢者医療費です。後期高齢者医療特別会計への繰出金１,９４２

万１,０００円で、前年度から見ると１８１万円ほどの増となってございます。

次のページ。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費です。まず８節報償費、出産祝い金３００万円、

これは第一子が６人、第二子が９人、第三子が５人、第四子以上が５人。それから、その

上の謝礼金３４万７,０００円は、言語聴覚指導謝礼ということで、昨年、９月議会で補

正をさせていただきましたけれども、帯広から月１回、年１２回来ていただく、その謝礼

金でございます。需用費の中で消耗品１８万２,０００円のうち２万円、食糧費９万円

は、子どもカフェに係る予算でございます。

それから、８７ページ、委託料で、計画策定等で２０２万円、これは平成１７年度から

２１年度までに前期計画、２２年度から２６年度まで後期計画として、陸別町次世代育成

支援地域行動計画を策定してございます。今は２７年度から３１年度までの５年間の子ど

も・子育て支援事業計画がございます。今回、３２年度から３６年度までの５年間の計画

策定における、子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査の業務を委託したいと、その予

算が２０２万円でございます。それから、２０節扶助費、まず児童施設通所８０万９,０

００円、前年度から見ると６９万５,０００円ほど増になってございます。まず、社会復

帰支援ということで、帯広１人、１２０回、これは就労継続支援Ｂ型です。それから、児

童発達支援として、音更町１人、２４回、足寄町２人、２４回、それから、放課後デイ

サービス、帯広１人、２４回分でございます。それから、支援費、障害者介護給付費７０

万円、これは放課後デイサービス２人、児童発達支援３人、保育所訪問等支援１人の内訳

です。その下、相談支援給付費は６人分、２０万２,０００円。

次のページ、身体障害児補装具交付費、１件、２８万５,０００円。その下、障害者育

成医療給付費、１件、７万１,０００円です。

２目児童福祉施設費５,０４１万３,０００円は保育所の運営費でございます。予算上、

２歳児１１名、３歳児１７名、４歳児７名、５歳児１５名、合わせて５０名の園児でござ

います。なお、２９年度は５７名の予算を見ておりましたので、７名の減となります。給

料から、８９ページの１１節、次のページの２２節までは例年どおりの計上ですが、需用

費の中で消耗品費７０万８,０００円、この中には乳幼児の紙おむつのごみ袋支給、２５

世帯分、１５万４,０００円を含んでございます。

それから、９１ページの備品購入費３７万１,０００円は、跳び箱６段のものが一つ、

カラーマット２枚、カラー平均台が１台などでございます。それから、給食費負担金、１

９節ですが、５０人分、１７６万円の負担金でございます。
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３目児童措置費については、児童手当の計上でございます。扶助費は全て児童手当でご

ざいます。

３項国民年金費については、給料から１２節まで、例年どおりの計上です。

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費５,１５４万９,０００円の予算でござい

ます。給料から、次のページの２０節までは例年どおりの計上です。なお、１９節で補助

金、帯広厚生病院運営事業、これについては２９年度の補正後の額１４１万円と同額を計

上してございます。それから、２１節９６万円、医療介護技術職員養成修学資金、介護福

祉士１名分、これは昨日、条例の議決をいただきました。その対象の介護福祉士１人分の

９６万円でございます。

それから、２目保健衛生施設費３,７０２万円、３３４万３,０００円の増でございま

す。工事請負費で２１３万１,０００円の減額、備品購入費で５１９万円の増でございま

す。保健センター管理で２,５７０万７,０００円、公衆浴場管理で１,１３１万３,０００

円、合わせて３,７０２万円の予算の計上です。共済費から、１４節、次のページまでは

例年どおりの計上です。１５節工事請負費６４３万３,０００円は保健センター改修で

す。２９年度から３２年度までの４年計画ですが、３０年度は真空式温水器と計装機器の

更新でございます。それから、備品購入費６３８万２,０００円は、公衆浴場用の天然鉱

石浴用剤、人工温泉ですが、これが６３６万円、それと、浴場用のヘアドライヤー４個の

内訳でございます。

３目予防費１,９９５万５,０００円、５１９万６,０００円の減額。共済費から次の

ページの２０節までは例年どおりの計上でございますが、一部変更なり増額がございます

ので説明しますが、まず賃金で、臨時保健師賃金４８万６,０００円、これは昨年の９月

定例会で補正をさせていただいております。健診業務ですとか保健指導５０人工分の臨時

保健師。それから、次のページ、委託料、各種検診事業、各種予防接種事業については、

資料ナンバー３７－１から５までを後ほどごらんをいただきたいと思います。１９節６５

万６,０００円、自治体情報システム協議会ですが、これは２９年度で購入した健康カル

テシステムの保守料が内容です。それから、扶助費２２３万６,０００円、これは償還払

いです。まず、妊婦健診は１１万２,０００円、これは道外で受診する場合、１名分。イ

ンフルエンザ１８万円は３５人分。特定不妊治療費９０万円は１人の６回分。肺炎球菌は

１０人の４万円。妊婦健診交通費１５人分の１６回、５８万８,０００円。日本脳炎予防

２人の２回、２万４,０００円。ロタウイルスワクチン助成、５人の３回、１２万円。こ

れは新しく新年度からやりますが、不育治療費助成、１人２回、２０万円。同じく９９

ページの新生児聴覚スクリーニング検査費、１０人分の５万円、これは帯広市内と北見市

内の産婦人科で受診できるということです。それから、風疹の予防接種２人分、２万２,

０００円でございます。

それから、４目環境衛生費、これは火葬場ですとか墓地の維持管理、野犬掃とう等の事

務が主な内容でして、４０２万７,０００円、共済費から次のページの１４節までは例年



― 23 ―

どおりの計上です。１８節備品購入費は作業用備品で、ハチ駆除用の防護服１着の購入で

す。

それから、５目診療所費は直診会計への繰出金１億７,９４７万７,０００円です。

それから、２項清掃費１目清掃総務費７４７万２,０００円、４４６万５,０００円ほど

の減額でございます。まず、負担金で十勝圏複合事務組合４０４万１,０００円ですが、

ことしの４月から十勝圏複合事務組合と十勝環境複合事務組合が統一した形で十勝圏複合

事務組合としてスタートします。４月１日から十勝川浄化センターの下水道処理施設にく

み取りふん尿を搬入して処理する予定でございます。その汚水処理施設の運営負担金、そ

れから、中島処理場の廃止に係る負担金、下水道建設に係る負担金、合わせて４０４万

１,０００円でございます。それから、補助金として、し尿搬送助成金３４０万円でござ

います。

それから、２目塵芥処理費８,４０１万６,０００円、６６６万８,０００円の増でござ

います。旅費から次のページの１４節までは例年どおりの計上ですが、１３節で一番下、

実施設計１１２万８,０００円がございます。これは平成３１年の４月から一般廃棄物

を、十勝圏、帯広のくりりんセンターに池北三町は搬入する予定にしてございます。当町

ももちろんそうです。帯広までの搬入運搬費のコスト削減を図るということが第一の目的

でございして、そのために、現在のストックヤード用地内に、分別した廃棄物の一時保管

場所、あるいは作業用として、Ｄ型ハウスの保管庫を建設する予定でございます。その設

計費が１１２万８,０００円。１５節の１,５５８万４,０００円が工事請負費でございま

す。それから、備品購入費３２万１,０００円は、事務室のＦＦストーブの１台が故障し

ておりますので、その更新。それから、１９節負担金補助及び交付金で１,１５１万９,０

００円ほど減額の２,６０５万６,０００円の計上、これは池北三町行政事務組合の負担金

の減額でして、平成２９年度で池北三町も銀河クリーンセンターの施設設備の改修の起債

の償還が終わりました。したがって、その金額が１,１５１万９,０００円の減額となりま

す。

それから、３項水道費１目専用水道費、これは小利別の専用水道の予算でございます。

５４０万５,０００円ですが、２５戸４０件分です。２９年度から見ると１戸ふえまし

て、２件の増となります。需用費から次のページの備品購入費までは例年どおりの計上で

す。まず委託料で施設設備保守管理１０３万９,０００円ですが、銀河の森の専用水道と

１年ごとに実施しておりますが、昨年度は銀河の森専用水道、３０年度は小利別専用水道

で、計装機器の保守点検９９万７,０００円がこの中に入ってございます。

それから、次のページ、水道施設運転管理１１７万８,０００円、これは先ほど資料ナ

ンバー２９で説明しましたので、後ほどごらんをいただきたいと思います。それから、備

品購入費２８万１,０００円は水道メーター。

それから、２目水道費、繰出金、簡水会計への繰出金１億１,１９７万６,０００円で

す。
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それから、５款労働費１項労働諸費１目労働諸費１８１万３,０００円、共済費から１

９節までは例年どおりの計上です。それで委託料で、ホームページ作成６４万８,０００

円を今回計上しています。現在、町の労働行政として、町の無料職業紹介所がございます

が、その専用のホームページを作成して、求人、あるいは募集を掲載していくと。それと

あわせて、事業所の登録などをしていくという内容でございます。これは陸別町産業担い

手対策委員会の意見もございまして、無料職業紹介所の専用のホームページをつくるとい

うことにしました。

それから、次のページ、補助金ですが、振動病予防対策事業２３万３,０００円は４３

人分、勤労者福祉共済加入促進は４人分、２万円、地区連合は１２０人分の６万円。

２目緊急雇用対策費１,４２６万９,０００円ですが、繰越明許費で３５４万６,０００

円ございます。合わせると１,７７９万５,０００円の予算規模となります。内訳ですが、

需用費、消耗品費が１万円、燃料費が１万円、それから、役務費で２万６,０００円、そ

れから、委託料で３００万円、それから、賃借料で１０万円、原材料費で４０万円、合わ

せて３５４万６,０００円が繰越明許費となります。これは春先の雇用の確保ということ

で、繰越明許費として見てございます。

次のページ。

３目雇用再生対策費１,５７０万５,０００円です。補助金で事業者雇用促進支援１,５

４５万円ですが、継続分が２名、７７万円、それから、新規で１７名分、１,４２０万円

を見てございます。それと、引っ越し費用が４０万円…新規、１７人で１,４２５万円の

予算計上をしてございます。失礼しました、新規は１７人の１,４２８万円です。失礼し

ました。

それから、６款農林水産業費……。

○議長（宮川 寛君） ちょっと待ってください。昼食にしましょう。

昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５４分

再開 午後 １時００分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

予算の説明を続けていただきます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、１０６ページの６款農林水産業費からいきます。

１項農業費、１目農業委員会費につきましては、報酬から次のページの１９節までは例

年どおりの計上ですし、２目農業総務費については職員の人件費だけですので、例年どお

りです。

３目農業振興費で、委託料、農地情報管理システム整備事業は８５万円ということで、

若干、３０万円強ふえております。これは地番図の更新でありますけれども、先ほど財産

管理費でお話しした高規格道路の関係で、地籍図の筆数がふえているということで、それ
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に伴っての増が主な要因となってきております。１９節については例年どおりの計上で

す。

補助金、次のページですが、農業関係制度資金利子補給、これは資料ナンバー３８を後

ほどごらんをいただきたいと思います。一つ飛んで、農業経営基盤確立資金利子補給、そ

れから、新農業人の下の農業近代化資金利子補給、農業経営基盤確立資金と近代化資金に

ついては、資料ナンバー３９を後でごらんをいただきたいと思います。それから、新農業

人育成については、資料ナンバー４０を後ほどごらんをいただきたいと思います。新農業

人の上の農業次世代人材投資資金１５０万円は、旧青年就農交付金でございます。

それから、中山間、６.０４９万９,０００円ですけれども、全体事業費は、予算として

は６,１３０万５,０００円です。賃金で１３万２,０００円、旅費で６２万円、需用費で

５万４,０００円、１９節で６,０４９万９,０００円、合わせて６,１３０万５,０００円

の予算となっています。

４目畜産業費で８,３２０万７,０００円ですが、１,３９２万円ほどふえております。

それは、１８節の公用車１,３２８万４,０００円、資料ナンバー４１をつけておりますの

で、後ほどごらんをいただきたいと思いますが、家畜防疫車の更新です。今のは平成元年

９月に購入したものでして、３０年目になります。傷みもありますので、支障があるとい

うことで、３０年度で更新をしたいという内容でございます。

次、５目農地費にいきます。資料ナンバー４３－１をお開きください。４３－１は、道

営事業、トマム地区、それから中斗満地区、次のページの４３－２は中陸別地区の箇所図

でございます。それから、４３－３、今のトマム地区、中斗満地区、中陸別地区における

道営事業の関係の３０年度のところをごらんをいただきたいと思います。まず、トマム地

区では、３０年度、事業費が６,０００万円ですが、地元負担金が２２.５％の１,３５０

万円、中斗満地区が、事業費２,８００万円の、地元負担分が６３０万円、その下、中陸

別地区が、事業費３,０００万円で、地元負担分が１,５００万円、合わせて３,４８０万

円となります。

それで、今度は資料ナンバー７をごらんをいただきたいと思います。資料ナンバー７は

農業競争力強化基盤整備事業、道営事業、草地改良の関係ですが、２９年度の補正予算、

これは議決いただきました補正予算の繰越明許費に係る分です。その下、３０年度が当初

予算で計上している分、１億９,５００万円の事業費ということになります。

それでは、予算書の１１２ページにお戻りください。

予算書の１１２ページです。

今、資料ナンバー７で申し上げました農業競争力強化基盤整備、道営事業、草地改良で

すが、まず、３０年度当初分については４,８８５万１,０００円、１１３ページの１９節

の一番下、農業競争力強化基盤整備事業４,８７５万円、これは先ほど言いました事業費

１億９,５００万円に対しての２５％が４,８７５万円です。それと、土地連の負担金が５

４万１,０００円ございますが、その中には土地連への１０万１,０００円を含んでいる
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と。それと、補正予算でございましたけれども、明許分で事業費３億６００万円、負担金

７,６５０万円が補正予算でございました。したがって、３０年度で実施するのは、３０

年度当初予算分と繰越明許分、それぞれ合わせて事業費は５億１００万円となりまして、

負担金としては１億２,５３５万１,０００円となります。

先ほどトマム地区、中斗満地区、中陸別地区、それぞれ申し上げました。負担金等以外

に、旅費ですとか需用費ですとか、もろもろございます。したがって、トマム地区につい

ては全体事業費、負担金も含めると１,４０７万３,０００円になります。それから、中斗

満地区については、負担金と旅費とかを入れますと６４５万９,０００円です。それか

ら、中陸別地区については、１,５１３万１,０００円となります。それ以外に、農業用施

設管理事業として２６４万６,０００円がございます。これが農地費の予算となります。

それから一つ戻りますが、畜産業費の貸付金、優良家畜導入の６,０００万円、これは

資料ナンバー４２をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、６目営農用水管理費８,８７８万３,０００円、５,８９３万７,０００円の増

です。上陸別地区については２９戸の３６件、２,０８５万９,０００円、トラリ地区につ

いては１８戸の２１件、５６６万４,０００円、道営畑地帯総合整備事業、第２上陸別地

区については６,２２６万円、これを合わせたものが８,８７８万３,０００円の予算と

なっております。旅費から次のページの役務費までは例年どおりの計上です。１３節委託

料で２,４９９万８,０００円ですが、１,９１３万９,０００円の増になってございます。

まず、施設設備保守管理で２４９万５,０００円、これは上陸別、それからトラリ地区の

機械、計装機器の管理費でございます。それから、実施設計２９３万５,０００円がござ

います。これは第２上陸別の給水管切りかえの実施設計費７戸分です。これは町単独事業

分の給水管の切りかえ実施設計でございます。

それから、１１５ページ、委託料の下から二つ目、水道施設運転管理４０８万８,００

０円、これは先ほど申し上げました資料ナンバー２９の関係でございます。上陸別が２７

９万４,０００円、トラリが１２９万４,０００円の内訳でございます。管路移設１,０７

１万３,０００円、これは導水管の移設４０メートルでして、それと、配水管の移設が３

０メートル、上陸別の送水管と配水管の移設でございます。それから、１９節５,８８４

万５,０００円、その中の道営土地改良事業地元負担金５,８６３万円は、第２上陸別の関

係でございまして、資料ナンバー４５をつけております。後ほどごらんをいただきたいと

思います。この内訳としては、まず、道営事業分が１億５,０００万円、それの２７.５％

で４,１２５万円、町単独分で１,７３８万円、７戸分です。合わせて５,８６３万円でご

ざいます。

７目公共草地管理費については、共済費から、次のページ、１４節までは例年どおりの

計上で、１５節２１３万４,０００円は、登良利公共草地の配電線の改修工事、３０年度

で終了でございます。

それから、８目農畜産物加工研修センター管理費１,７００万２,０００円、１０８万
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９,０００円の増ですが、これは修繕料の増が主な内容でございます。給料から次のペー

ジの１６節までは例年どおりの計上でして、１１８ページ、修繕料、この中には、先ほど

言いました修繕料で平成７年に購入した加工センター内のプレハブ冷凍冷蔵庫のヒーター

ユニットの交換修繕が入ってございます。

それから、２項林業費１目林業振興費９,２６８万５,０００円、２,２４３万４,０００

円の増です。主な内容は、小規模治山事業、弥生地区、３,１０３万５,０００円。資料ナ

ンバー４６をつけております。箇所図です。後でごらんをいただきたいと思います。弥生

地区３,１０３万５,０００円については、賃金で５５万３,０００円、旅費で３４万円、

普通旅費、それから、需用費で４４万３,０００円、使用料及び賃借料で３０万５,０００

円、工事請負費で２,９７０万円の内訳でございます。１９節、次のページですが、８４

９万２,０００円ほどの増となっております。負担金については例年どおりの計上です。

１２１ページの２段目、森林整備担い手対策推進事業１０６万６,０００円ですが、これ

は４５名分でございます。補助金の退職金共済制度加入促進事業１４５万７,０００円は

５２名分。それから、民有林造林促進事業３,５９１万円、前年度より９６４万８,０００

円の増です。これと、一つ飛んで、未来につなぐ森づくり推進事業２,０９０万７,０００

円、６７２万２,０００円の増です。この民造と未来につなぐ森づくり、これについては

資料ナンバー４７をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。その

間にあります林業長期就労促進担い手対策事業１１２万９,０００円、これは５３名分で

す。実は産業担い手対策委員会での議論の中で、現在、林業の戦力といいますか、従事者

として、７５歳以上の方が２名いらっしゃいます。その方たちは若い人たちと同じような

仕事をしていて、現役で働いていると、そういったこともございますので、今まで年齢制

限７５歳未満ということにしておりましたけれども、新年度から７５歳の年齢制限を撤廃

しまして、なおかつ日数の改正もしております。改正前は１４０日以上２５０日まででし

たが、これの下限を１２０日以上と、そのように制度改正をして、林業関係の人材の確

保、担い手対策ということで制度改正をする予定で予算を計上しているところでありま

す。

それから、２目狩猟費について、賃金からは例年どおりの計上です。

それから、３目林道新設改良費５,６８０万円、１,０３８万３,０００円の減ですが、

これは、まず林業専用道上勲祢別本苫務線、延長８４４メートル、１,７２２万４,０００

円の事業。それから、同じく経営林道陸別薫別支線改良工事、延長８０メートル、２,７

４６万７,０００円の事業費。林業専用道上勲祢別本苫務線については、資料ナンバー４

８をつけております。箇所図です。それから、陸別薫別支線については資料ナンバー４９

をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。それから、１３節委託

料、林道維持管理１２８万８,０００円は、ポントマム川沿線ほか舗装補修が主な内容。

それから、１５節５,２５１万５,０００円ですが、先ほど言いました林道開設、これが上

勲祢別本苫務線１,７００万円、それから、陸別薫別支線が１２３ページの一番下、林道
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改良工事。林道法面補修工事、林道維持管理工事もそれぞれ計上してございます。

それから、７款商工費１項商工費１目商工総務費、これは職員人件費だけでございま

す。

それから、２目商工振興費１億２,２９０万３,０００円、１４１万７,０００円ほどの

増です。１９節で、まず商工振興事業、３段目、２,４７８万９,０００円、これは商工会

に対する補助金でございます。資料ナンバー５０をつけておりますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。それから、その下、商業活性化施設運営事業１４５万２,００

０円は、ぷらっと共有スペース分、その下、プレミアム商品券発行事業８１０万円は、

４,０００万円のプレミア率２０％、それから、その下、商業活性化施設整備事業５６万

７,０００円ですが、これはぷらっと駐車場の車が、道道側の歩道のほうに車が乗り入れ

すると。そういったことで、その車の車両どめを設置する補助金でございます。

次に、３目観光費になります。９節旅費から１９節までは例年どおりですし、補助金、

観光協会が５４９万５,０００円、以下、しばれフェスティバル開催、オフロードレース

開催、オールジャパン。オールジャパンパッチ選手権については、３０年度、４月と３月

に２回予定しております。というのは、３１年４月が統一地方選挙ということで、前の年

は４月と３月の２回実施するということになります。

現時点の、３０年度のイベントの日程関係を御報告させていただきます。まず、今言い

ましたオールジャパンパッチ選手権大会、これは４月１５日、第３０回になります。４月

２８日がりくべつ鉄道の営業開始日、それから、５月１３日がスーパーターマック、５月

２０日がオフロードバトル、７月７日がしばれロックフェスティバル、７月２１、２２日

がふるさと銀河線りくべつ鉄道まつり、これは観光協会の主催事業でございます。７月２

８日が青年部の屋台村、８月５日が道新オフロードレースｉｎ陸別全日本選手権大会、８

月１３日が陸別夏まつり、９月１５日がラリー北海道の陸別ステージです。１０月２１日

が日産カップ陸別こがらしマラソン、年が明けまして来年の２月２日、３日が第３８回し

ばれフェスティバルと、このような日程になる予定でございます。

４目公園費については例年どおりの計上でございます。委託料の中で、下から３行目、

実施設計２０８万２,０００円ですが、実はイベントセンターの整備事業でございまし

て、イベントセンターを利用している実行委員会３団体、しばれフェスティバル実行委員

会、しばれロック実行委員会、オフロードレース実行委員会のそれぞれ実行委員長さん連

名によります要望書が町のほうに提出されております、昨年ですけれども。ステージがご

ざいますが、ステージ上に、雨天時に雨ですとか、降雪時に雪がステージに入りまして、

冬場では凍って滑る、夏場では濡れて、音響機械にも影響が出てきていると、そういった

ことで、屋根をステージよりも前に出してほしいと、そういう要望がございまして、その

屋根の改修に係る実施設計費２０８万２,０００円でございます。

５目消費者対策費については例年どおりの計上です。

８款土木費、１項土木管理費１目土木総務費についても例年どおりの計上となります。
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それから、２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費、ここは建設課車両１０台の

維持管理費、それから、道路台帳の作成、修正、用地確定測量などが主な内容ですが、

４,５４４万２,０００円ほどの減額となっております。これは２９年度で除雪専用車１台

を購入しております。その金額が４,６６８万３,０００円でしたので、大体その金額が減

額になっていると、そういう内容でございます。１３節委託料で測量試験費２９６万６,

０００円、これは町道小利別９号支線用地確定測量３００メートル、それから、町道共栄

１０号線の用地確定測量４０メートルの委託料でございます。それから、公有財産購入費

１万３,０００円、土地購入、これは小利別９号支線の町道用地５２５平米の購入費でご

ざいます。

それから、２目道路維持費１億２,８０９万７,０００円、６１６万７,０００円の減額

になっております。需用費、役務費は例年どおりの計上でして、委託料で７,７５３万３,

０００円。まず、道路維持管理、それから、道路維持補修、それから、一番下の路面補

修、この３事業については、資料ナンバー５１をつけておりますので、後ほどごらんをい

ただきたいと思います。それから、区画線設置については、町道東１条２丁目通りほか９

路線、測量試験費として４３３万円は、小利別市街地全域の側溝整備８００メートル、こ

れの測量試験費でございます。それから、管渠清掃については、町道東１条６丁目通りほ

か４路線の清掃費でございます。

それから、次のページ、工事請負費、町道法面補修工事、町道補修修繕工事、排水整備

工事、これは資料ナンバー５１をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思

います。

３目橋りょう維持費、箇所図は資料ナンバー５２をつけておりますので、後ほどごらん

をいただきたいと思います。ここの予算は、橋梁長寿命化事業でして、２７年度から３６

年度の１０年間の計画となってございます。３０年度については、委託料で、まず測量試

験費１,７１０万５,０００円、これは共和橋と蹄橋、２橋の測量試験費。工事は、計画上

の予定としては３２年度以降ということになりますが、ローリングによる見直しもござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。それから、１５節工事請負費８,８９５万

円、橋梁補修工事ですが、これは上陸別橋と弥生橋、２橋の補修工事です。それから、１

９節の５７７万５,０００円は、橋梁点検７橋の負担金。

それから、４目道路新設改良費は、箇所図、資料ナンバー５３がありますので、後ほど

ごらんをいただきたいと思います。ここの５,０８４万２,０００円の予算については、町

道新町５号通り、延長５５メートル、これは３１年度までです。それから、町道殖産４号

線１８１メートルは３０年度で完了。それから、町道若葉４号線２号通り９４メートル、

これは３０年度で完了。それから、町道川向伏古丹連絡線２００メートル、これは３０年

度で完了です。

５目街路灯費、資料ナンバー５４をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたい

と思います。工事請負費７７７万１,０００円、これは町道東１条通り、１３基のＬＥＤ
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化工事でございます。

それから、３項河川費１目河川総務費、資料ナンバー５１－１、２に箇所図をつけてお

りますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。委託料、河川管理１４０万円、陸

別川ほか２河川。工事請負費２,４６７万円は陸別川ほか３河川。

４項住宅費、１目住宅管理費ですが、資料ナンバー５６－１から３に箇所図をつけてお

りますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。１３節委託料、測量試験費で４２

万９,０００円ですが、これはつつじヶ丘団地の用地確定の関係の測量費、それから、１

５節、公営住宅改修６９９万６,０００円、これについては、つつじヶ丘団地の電気温水

器更新、Ｃ、Ｄ棟５戸、町営住宅木部塗装工事、共栄団地５棟２０戸、第２新町団地７棟

１４戸、第２新町団地特公賃２棟６戸の内容です。外構改修工事９２６万６,０００円

は、つつじヶ丘団地内の通路補修工事９５.１４メートルの工事。それから、１７節はつ

つじヶ丘団地の用地１００平米の購入費。備品購入費３１万９,０００円は携帯用小型熱

画像カメラ１台でございます。

次のページ。

２目住宅建設費、社会資本整備総合交付金事業です。資料ナンバー５７－１、２に箇所

図をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。まず、委託料で４４

０万円、計画策定、これは住生活基本計画、長寿命化計画の見直し、公営住宅建てかえ戸

数等の見直しですが、４４０万円。それから、工事請負費で１,９３４万７,０００円、公

営住宅改修ですが、まず１,５５１万円、これは共栄団地５棟２０戸、元町団地４棟８戸

の外壁塗装工事。外構工事３８３万７,０００円は新町団地Ｐ棟１棟３戸の外構工事。繰

越明許費で事業費８,２０８万６,０００円がございます。工事請負費で８,２０６万円、

公営住宅建設です、７,１５０万円、新町団地Ｐ棟１棟３戸。解体工事１,０５６万円、新

町団地Ｖ棟、Ｗ棟８戸の解体工事です。

それから、５項下水道費は公共下水道事業特別会計への繰出金９,４１９万５,０００

円。

９款消防費１項消防費１目消防費、これは消防団の予算となります。報酬から公課費ま

では大体例年どおりの計上でございます。特に１３８ページの委託料１３５万８,０００

円ですが、消防施設周辺環境整備です。２９年度まで消防署職員が直営で防火水槽ですと

か消火栓の設置箇所の草刈り、除雪をやっておりました。職員２名が従事して、外勤で出

るわけですが、そのときは非番の職員を呼んだり、当直明けの職員を時間延長したりし

て、時間外をつけて職員に出てもらったわけですけれども、そこら辺を、今後は限られた

人数の中で対応するということになりますと、そういった余分なお金がかかるということ

で、外注をして、その確認事務だけをすると。それによって非番職員もそのとおり休める

し、急遽呼び出しを受けたりとか、そういったことがないように外注をしていくと、そう

いったことで考えているところです。それから、１８節備品購入で２,８９５万４,０００

円、公用車、これはナンバー５８に資料をつけておりますけれど、消防ポンプ自動車陸別
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１号の更新であります。昭和６３年に購入して、３０年目ですので、傷みがあるというこ

とで、車両の更新でございます。１９節負担金補助及び交付金では、２段目にとかち広域

消防事務組合１億５,８００万４,０００円、この中には、現消防庁舎ですが、今の消防庁

舎は平成５年１月に供用開始して２５年目で、ボイラーの傷みもひどいということで、暖

房ボイラー、給湯ボイラーの更新と、床暖パイピング洗浄で１,１３８万８,０００円の事

業費もこの中に含まれてございます。それから、負担金の一番下、消火栓更新・移設負担

金１５４万３,０００円は、簡水特別会計の負担金となりますけれども、町道宮下通の旧

鹿野宅前の消火栓の工事です。補助金、消防団の創立１００周年事業７２万８,０００

円、これは今の消防団は大正８年３月３日に公設の陸別消防組として設立されました。当

時、設立時は組員が３５名ございました。それからちょうどことしが１００年になるとい

うことになります。式典は１１月１８日、タウンホールで行う予定と聞いております。

それから、２目災害対策費です。１,０１７万３,０００円で、５８２万９,０００円ほ

どふえておりますが、主な要因とすれば、委託料で防災情報通信設備９５２万２,０００

円、これは防災無線、愛の鐘に接続して音声で周知をするというＪ－ＡＬＥＲＴ機器の更

新になります。現在は防災無線、愛の鐘にはＪ－ＡＬＥＲＴは接続しておりませんので、

緊急時については陸別消防署のサイレンを吹鳴するという対応をしておりますけれども、

３０年度において、Ｊ－ＡＬＥＲＴの専用の受信機の更新と、自動起動装置を新設する、

そういう内容の委託料でございます。消防庁においても、３０年度での奨励をしておりま

すので、当町としても３０年度にその整備をしたいということで、予算を計上していると

ころでございます。

それから、１０款教育費、１項教育総務費１目教育委員会費については例年どおりの計

上ですし、２目事務局費については５,００７万５,０００円の増です。これは教員住宅１

棟２戸の建設５,５８０万６,０００円が主な増額の要因でございます。１５節工事請負

費、教員住宅１棟２戸、箇所図は資料ナンバー５９をつけておりますので、後ほどごらん

をいただきたいと思います。それから、２１節貸付金３７２万円、奨学資金です。昨日、

条例改正の議決をいただきました。高校生、月１万５,０００円から３万円に、２人分。

それから、高校生以外、２万円を５万円に改正して５人分、合わせて３７２万円の予算で

ございます。

それから、３目教育振興費につきましては例年どおりの計上でございます。各団体への

交付金が１９９万７,０００円、学習支援事業が５１０万７,０００円、英語指導助手招聘

事業が６２０万３,０００円。今言いました事業以外の経常経費が主な内容でございま

す。

それから、１４６ページ、４目スクールバス運行管理費は例年どおりの計上です。

５目教育研究所費についても例年どおりの計上ですが、１１節印刷製本費で２２６万

８,０００円がございます。これは小学校社会科、３年生、４年生用の副読本作成の印刷

費でして、２９年度は１２月定例会で報償費の予算を見ました。３１年度に副読本の更新
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がございますので、その準備として、資料収集ですとか情報収集、そして１５０冊を印刷

する内容でございます。副読本の作成事業では、全体事業費としては２４１万６,０００

円でございます。そのうちの印刷製本費が２２６万８,０００円となってございます。

２項小学校費、１目学校管理費については例年どおりの計上でございます。

それから、２目教育振興費についても例年どおりの計上でございますが、１９節、給食

費補助事業では１０５名分の補助５０４万円、交付金では修学旅行費交付金事業１５万

円、近年の修学旅行費の高騰によりまして、６年生、１人１万円の１５人分の交付金事業

です。

３項中学校費１目学校管理費についても例年どおりの計上です。

２目教育振興費についても例年どおりの計上ですが、１９節においては給食費補助事業

２３７万８,０００円、４１名分、それから、修学旅行費交付金事業４２万円、これは３

年生の修学旅行費の助成でして、２泊３日、１人３万円を限度として１４名分でございま

す。

それから、４項社会教育費、１目社会教育総務費です。社会教育総務費については２,

０１６万１,０００円ですが、成人記念事業関係が２６万３,０００円、文化祭開催事業が

２５万円、中学生の海外研修事業、生徒１４名、引率２名で４９１万２,０００円、団体

への補助金交付が３８５万６,０００円、社会教育指導員設置事業が８０万５,０００円、

社会教育用備品が６０万５,０００円、冒険・体感ｉｎとうきょう、児童１４名、引率２

名の１７５万９,０００円、学童保育所指導員設置事業で５９２万５,０００円、児童は２

６名です。それから、学校支援地域本部事業４０万７,０００円、土曜授業が２０万４,０

００円、社会教育推進事業６６万２,０００円、ジュニアリーダー養成事業が３万円、あ

とは経常経費で４８万３,０００円が主な内容でございます。

１５６ページの１３節委託料で、備品整備６０万５,０００円がございます。これはえ

ぞ木遣り太鼓の中太鼓１個の張りかえ、それから、小太鼓２個の張りかえ、大太鼓１個の

ケース作成が内容でございます。あと、補助金の文化芸術鑑賞事業２００万円、文化団体

活動推進事業１０３万８,０００円、あかえぞ発刊事業６４万８,０００円、ＰＴＡ活動推

進事業１７万円、これは文化協会、郷土研究会に対する補助金の内容も一部入ってござい

ます。

それから、２目公民館費１,１１４万１,０００円、２０７万円の減額です。８節報償費

から１８節まで、例年どおりの計上ですが、備品購入費の中には冷蔵庫１台の更新も入っ

てございます。

３目文化財保護費は例年どおりの計上でございます。

５項保健体育費１目保健体育総務費、報酬から、次のページの１９節までは例年どおり

の計上です。

２目体育施設費も７節から１６節までは例年どおりの計上です。１５節で排水整備工事

９３７万８,０００円は、パークゴルフ場の駐車場と北勝光生会のグループホームの間の
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側溝整備、延長７２メートル、Ｌ型擁壁設置４５メートルでございます。

それから、３目学校給食費５,８０３万４,０００円、経常経費分が４,３８０万２,００

０円、人件費分が１,１２３万２,０００円の内訳となっております。給料から２７節まで

は例年どおりの計上です。

１１款災害復旧費については、農業用施設災害復旧費、それから、林業用施設災害復旧

費、道路橋りょう災害復旧費についても例年どおりの計上です。

それから、１２款公債費の元金４億７,０１９万６,０００円、利子３,４９８万円。こ

の中で、元金の財源内訳では４億６,８６７万９,０００円が一般財源となっております。

この中に、減債基金からの取り崩し１億３,０００万円も含んでございます。特定財源で

はなく、取り崩した時点で一般財源になるという国の指導がございますので、それに基づ

いて一般財源として充当しております。

以上で歳出を終わりまして、歳入、１１ページをお開きください。

１１ページ、歳入です。

１款町税１項町民税１目個人１億６６９万７,０００円で、前年度から見ると２７２万

２,０００円の増です。給与所得、農業所得の増に伴う計上でして、今年度においては２

７年度から２９年度までの１２月補正後の額のおおむね９６％を計上しております。現年

課税分では１億６４８万円。

それから、２目法人、１,３１２万４,０００円、前年度から見ると３.７２％の増。こ

れも法人所得の微増でございます。

それから、２項固定資産税１目固定資産税１億６,５０７万２,０００円、１２月補正後

の額の９５.４％で計上してございます。現年課税分で１億６,４９７万９,０００円、こ

れは償却資産の増が主な要因となってございます。

２目国有資産等所在市町村交付金は７０６万２,０００円。

３項軽自動車税については６６５万１,０００円、１,２２９台分でございます。

それから、４項町たばこ税２,０２９万９,０００円ですが、前年度から見ると約３４万

約２,０００本の減となってございます。旧３級品たばこ、わかばですとかエコー、これ

らの特例税率が２８年度から３１年まで段階的に廃止になるということで、３０年度は

１,０００本当たり４、０００円となってございます。ただ、ことしの１０月１日以降、

２９年度の税制改正がありまして、今、地方税法等の改正が通常国会に提案されておりま

すが、１０月１日からは加熱式たばこも課税対象になるということで、内容はまだ詳細は

わかりませんけれども、そういう制度改正もあると、そういったことで御理解をいただき

たいと思います。

それから、２款地方譲与税以下、８款地方特例交付金までは、それぞれ実績ベースに基

づいて計上しております。

なお、中ほどの６款地方消費税交付金、ここに書いてございますが、地方消費税交付金

が２,９１５万２,０００円、社会保障財源交付金１,９８２万５,０００円、これは消費税
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が５％から８％に上がったときの引き上げ分ですが、社会福祉費、社会保障費、保健衛生

費に充当するという原則がございます。それについては、１９２ページに一覧をつけてお

りますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、９款地方交付税２０億４,７３０万３,０００円、普通地方交付税で１８億

６,７３０万３,０００円、２９年度当初から見ると１億３,１７９万８,０００円の減、

６.５９％の減額としております。

次のページ、１０款交通安全対策特別交付金は科目存置。

１１款分担金及び負担金、農林水産業費分担金８６５万円は、農業競争力基盤整備事業

の分担金です。道営草地の受益者分担金、これは８６５万円、明許分で１,４３７万５,０

００円もあります。

それから、分担金及び負担金の民生費負担金、老人福祉施設入所措置等徴収金で、町外

老人ホームの入居者ですが、５名分。

それから、１２款使用料及び手数料１項使用料、１目総務使用料の行政財産使用料から

銀河の森宇宙地球科学館等使用料までは例年どおりの計上です。

２目民生使用料の高齢者福祉施設使用料、これは福寿荘の使用料で８人分と、ショート

ステイ１名の計９人分の計上です。

次のページ。

児童福祉使用料３０９万円は保育所園児５０人分です。

福祉住宅使用料はからまつハウス入居者の６人分の使用料。

それから、３目衛生使用料については、保健衛生使用料、公衆浴場使用料１９６万９,

０００円が主なもの、８,０６０人分です。

それから、水道使用料４５０万円、小利別地区水道使用料で、２５戸の４０件分です。

それから、４目農林水産使用料４９９万９,０００円は、農林水産使用料、加工セン

ターが９万９,０００円、営農用水使用料、上陸別地区が２９戸、３６件の２７０万円、

トラリ地区が１８戸、２１件の２２０万円となっております。

それから、５目商工使用料から７目教育使用料までは実績ベースでの計上となっており

ます。教育使用料の中で、学童保育所使用料１４４万円は２６名分です。

２項手数料、１目総務手数料から３目農林水産手数料までは例年ベースの、実績ベース

での計上。

それから、１３款国庫支出金１項国庫負担金、１目民生費負担金１億２,３９１万２,０

００円は、ここに記載のとおり、それぞれルール分、特に１節の社会福祉費負担金につい

ては、まず上の国民健康保険の保険基盤安定負担金、これは国保軽減分で保険者支援分で

す。７７６万２,０００円の２分の１分、これは国保会計への繰出金に充当されます。

障害者介護給付費負担金から次のページの低所得者保険料軽減負担金、これはルール分

です。全部歳出の２分の１の、国の負担分がここに記載されております。それで１９ペー

ジの上から二つ目、障害者相談支援費負担金、これは５８名分の７４万円、それから、低
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所得者保険料軽減負担金３４万７,０００円、これは２０３名分です。これは介護保険特

別会計への繰出金に充当となります。

２節児童福祉費負担金３,０７４万９,０００円、この中で、被用者児童手当、特例給

付、非被用者児童手当、被用者小学校修了前児童手当、非被用者小学校修了前児童手当、

中学修了前、これは児童手当関連の計上です。それから、中段からちょっと下、障害者介

護給付費負担金、身体障害児補装具交付、障害者育成医療費、これはそれぞれ２分の１分

でございます。それから、下から二つ目の障害児相談支援費負担金、２分の１分、これは

６人分。子どものための教育・保育給付費負担金１,６２５万円、これは保育所の運営費

に充当となります。

２目衛生費負担金は科目存置。

次のページ。

２項国庫補助金、１目総務費補助金、総務管理費補助金の社会保障・税番号制度導入整

備補助金４９万５,０００円、それから、その下の地方創生推進交付金３４５万４,０００

円は２分の１分です。十勝東北部三町連携事業分が２５０万円、それから、とかち広域連

携事業分が５万円、東北部移住サポートセンター負担金９０万４,０００円が内訳となっ

ております。

それから、２目民生費補助金、社会福祉費補助金７４万４,０００円、これは地域生活

支援事業分です。

それから、児童福祉費補助金は子ども・子育て支援交付金、これは学童保育所の運営費

に充当されます。

それから、３目土木費補助金、橋りょう長寿命化修繕事業交付金７,０７０万円は、上

陸別橋、弥生橋の補修工事、共和橋、蹄橋の２橋の測量試験費、７橋の点検に係る補助金

となります。

その下の住宅費補助金、これは長寿命化計画の策定、町営住宅外壁塗装工事、新町団地

外構工事の補助金となります。

それから、４目教育費補助金については、まず、学校支援地域本部事業、３分の２分、

３４万１,０００円、それから、小学校費補助金、中学校費補助金の特殊教育就学奨励費

補助金は各２分の１でございます。

３項委託金、１目総務費委託金から２目民生費委託金までは例年ベースでの予算計上。

１４款道支出金１項道負担金、１目民生費負担金、民生委員活動費等負担金は１１５万

円、２段目の国保の保険基盤安定負担金１,０５１万３,０００円は国保の軽減分でして、

保険者支援分が７７６万２,０００万円の４分の１分、財政支援分１,１４３万円の４分の

３分でございます。これは国保会計への繰出金の財源となります。

それから、後期高齢者医療保険基盤安定負担金は１,０５５万１,０００円で、１,４０

６万７,１２１円の４分の３分、これは後期高齢者医療特別会計への繰出金の財源になり

ます。
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それから、障害者介護給付費負担金から低所得者保険料軽減負担金までは、北海道の負

担割合４分の１分に係る負担金となります。それから、障害者相談支援費負担金について

は５８名分、低所得者保険料軽減負担金については２０３名分でございます。

それから、児童福祉費負担金については、児童手当分が上から４行目までと、中ほどの

ちょっと下の中学生修了前負担金、特例給付負担金が児童手当分、中ほどの障害者介護給

付費負担金から障害者育成医療費負担金まではそれぞれ４分の１分、障害児相談支援費負

担金については４分の１分で、６人分の５万円、子どものための教育・保育給付費負担金

は保育所運営費分でございます。

それから、２項道補助金の１目総務費補助金、無線システム普及支援事業補助金１３１

万５,０００円ですが、これは上陸別地区の移動通信用鉄塔事業の起債の確定に伴う補助

金、建設年度の翌年度のみの補助金でございます。

それから、２目民生費補助金、社会福祉費補助金、これはそれぞれ記載のとおりでござ

います。例年ベースでの計上。一番下の権利擁護人材育成事業補助金６９万１,０００円

は、資料ナンバー３５－２を後ほどごらんいただきたいと思います。

それから、児童福祉費補助金３９６万４,０００円、子ども・子育て支援交付金は学童

保育所の運営費に充当、それから、保育料軽減支援事業費補助金３５万１,０００円、こ

れは国の基準、第二子で２歳児が対象ですけれども、国の基準額９,７５０円の６人分の

１２カ月の２分の１でございます。

それから、３目衛生費補助金から４目農林水産業費補助金、これらについては例年どお

りの計上でございます。

農業競争力基盤強化特別対策事業６４７万５,０００円は、パワーアップ事業分、７.５

％分。

それから、林業費補助金６,２２３万７,０００円、一番上の森林環境保全整備事業１,

５２６万１,０００円は町有林の整備、一つ飛んで野そ駆除５０万１,０００円、この二つ

については、資料ナンバー２４－１を後ほどごらんいただきたいと思います。それから、

未来につなぐ森づくり推進事業については、資料ナンバー４７を後ほどごらんいただきた

いと思います。その下の小規模治山事業は弥生地区でございます。

５目商工費補助金については例年どおり。

３項委託金についても、総務費委託金、衛生費委託金については例年どおりの計上です

し、農林水産業費委託金、農業費委託金で２段目のトマム地区農地整備事業から第２上陸

別地区、農業農村整備、これは農業競争力基盤強化整備事業です。それと、中斗満地区の

農地整備、次のページの中陸別地区の農道整備、これについては、道営事業の事務費分の

委託金となります。それから、林業費委託金から土木費委託金までは例年どおりの計上で

す。

１５款財産収入、１項財産運用収入１目財産貸付収入、土地建物貸付収入３,１２５万

７,０００円で、土地貸付収入３２３万３,０００円は総務課管財防災担当分が３１９万
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７,０００円、産業振興課の林業担当分が２,０００円、銀河の森担当３万４,０００円が

内容です。職員住宅貸付収入は１戸分、６万７,０００円、貸付住宅貸付収入は１１戸

分、５０７万４,０００円、産業振興住宅貸付収入はルナコート分、教職員住宅、それか

ら貸付建物貸付収入は２カ所分、移住促進住宅貸付収入５３万５,０００円は、モデル住

宅とちょっと暮らし住宅２戸分、それから、定住促進住宅貸付収入は旭町の森林管理署の

住宅、１５６万円でございます。それから、移住産業研修センター貸付収入２４０万円は

８戸分。それから、通信設備貸付収入１,０１６万７,０００円は光ファイバーの貸付収入

ですが、５２３件分です。昨年度当初から見ると１１件の増。それから、機械器具等貸付

収入は３０４万５,０００円、これはコントラへの貸付収入でございます。

２目利子及び配等金は基金の利子など、一番下が帯広空港ターミナルの配当でございま

す。

それから、２項財産売払収入、１目不動産売払収入については科目存置。

２目物品売払収入は生産物売払収入で、町有林素材売払収入３４５万１,０００円、町

有林立木売払収入が８３２万円です。これは資料ナンバー２４－１を後でごらんをいただ

きたいと思います。

１６款寄附金については科目存置。

１７款繰入金については、財政調整基金繰入金１億５,０００万円、以下、減債基金、

１億３,０００万円、ふるさと整備１,９８６万円、いきいきが１億２,３８０万円、ふる

さと銀河線が２,３３０万円、町有林が３２０万円、福祉が５,１９０万円、公共施設が

６,６３０万円、給食センターが２,２００万円、スポーツ振興が５０万円、合わせて５億

９,０８６万円の取り崩しでございます。なお、各基金を充当する事業一覧については、

説明欄に記載のとおりでございます。

１８款繰越金については、前年度同額１,０００万円の計上。

それから、１９款諸収入の１項延滞金加算金及び過料については前年度同額の計上、加

算金については科目存置。

２項町預金利子は２万５,０００円。

３項貸付金元利収入、１目家畜導入貸付金収入は優良家畜導入貸付金の約定償還分２,

８３２万４,０００円。

２目貸付金元利収入は信用保証協会が８,０００万円、それと、ここに記載のとおりの

額でございます。

それから、次の３目奨学資金貸付金収入ですが、高校生３人、大学生４人の６８万４,

０００円の償還金。

４項雑入、１目滞納処分費、２目弁償金は、それぞれ前年度同額。雑入についても例年

ベースでの計上となってございます。給食費については、小学生が１０５名分、中学生が

４１名分、保育所が５０名分、職員等ということで４９名分でございます。雑入について

は、大きく２,９７３万２,０００円で、前年度から見ると９,４２４万５,０００円の減額
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です。これは、２９年度、福寿荘の建物の火災保険９,７５９万８,０００円がございまし

たので、その減額が主な内容です。

３４ページ。

下から６行目、市町村振興協会助成金１００万円とございます。これは開町１００年記

念事業の助成金ということになります。

あとは例年ベースの計上となります。

２０款町債、１項町債総務債１億１,２６０万円、衛生債１,６７０万円、農林水産業債

１億２,２９０万円、土木債５,０１０万円、消防債３,６５０万円、教育債５,５６０万

円、臨時財政対策債９,４６０万円。臨時財政対策債以外の事業と起債の充当先について

は、説明欄に記載のとおりです。なお、総務債のうち、過疎地域自立促進特別事業６,５

４０万円、これは資料ナンバー２１に充当事業一覧を添付しておりますので、後ほどごら

んをいただきたいと思います。

以上で歳入を終わりまして、７ページにいきます。

７ページは、第２表債務負担行為です。

事項、平成３０年度陸別町農業近代化資金利子補給、３１年度から３９年度まで、４４

３万５,０００円。

平成３０年度陸別町中小企業経営安定資金利子補給、３１年度から３９年度まで、１９

４万円。

それから、第３表地方債です。

起債の目的、一般単独事業、防災対策事業、弥生地区小規模治山事業１,５００万円。

それから、緊急防災・減災対策事業、防災行政無線整備事業３,２２０万円、防災情報

通信整備事業９４０万円。辺地対策事業、弥生橋改修事業９００万円。過疎対策事業３億

２,８８０万円、過疎地域自立促進特別事業から、次のページの教員住宅建設事業まで、

記載のとおりの内容でございます。

臨時財政対策債が９,４６０万円。

過疎債は３億２,８８０万円となっております。

起債の方法は、普通貸借または証券発行、利率４％以内、ただし、利率の見直しを行っ

た後においては当該見直し後の利率、償還の方法は、借入先の融通条件による。ただし、

町財政の都合により据置期間の短縮もしくは繰上償還することができるとなってございま

す。

以上で、議案第２１号の説明を終わりまして、次、議案第２２号の説明に移ります。

○議長（宮川 寛君） 午後２時２０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時０４分

再開 午後 ２時１９分

○議長（宮川 寛君） 高橋参事より、途中退席する旨報告がありました。

休憩前に引き続き、会議を開きます。
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佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第２２号の説明に移ります。

議案第２２号平成３０度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計予算は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

歳出予算の流用。

第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。

それでは、資料ナンバー６０をお開きいただきたいと思います。資料ナンバー６０は、

国民健康保険事業勘定特別会計の歳入歳出予算財源充当内訳でありますけれども、３０年

度から都道府県に一元化になると、そういったことで、この間、いろいろと御説明をして

きましたけれども、今回、予算に当たりまして、こういうふうに変わりますよと、そうい

う説明をさせていただきたいと思います。

まず、一番上の表は北海道の歳入歳出の予算の構成となります。その下に陸別町とあり

まして、歳出、国民健康保険事業費納付金１億１,４８１万９,０００円、これが歳出で、

北海道に納付するということになります。

その横、右の総務費から共同事業拠出金、特定健診等事業、それから償還金、延滞金、

直診会計への繰出金、予備費、保険給付費として２億５,１６０万８,０００円、これは歳

入歳出同額で、同じ科目ではないですけれども、北海道が保険給付費については全額補填

をしてくれるということで、歳入歳出で予算同額を見てございます。

それで、歳入のほうです。

国保税８,３７７万８,０００円、それから、国庫補助金が１,０００円、道支出金①、

道繰入金が３３４万８,０００円、繰入金として保険税軽減分１,１４３万円と、保険者努

力支援分７７６万３,０００円、この７７６万３,０００円というのは、保険基盤安定負担

金でございます。それから、出産一時金等１１２万円、財政安定化支援事業５８６万１,

０００円、財政対策分がゼロ、基金繰入金が１,０００円、前年度繰越金Ａが１５０万１,

０００円、諸収入が１万６,０００円、これらを足したものが、総額が１億１,４８１万

９,０００円で、北海道へ納付する財源となります。

ここで、番号、丸数字を入れていただきたいのですけれども、国保税のところを①と記

載をしていただきたいと思います。それから、その隣の国庫補助金、これを②としていた

だきたいと思います。それから、道繰入金３３４万８,０００円を③としてください。そ

れから、一つ飛んで、保険者努力支援分、これを④としてください。その隣の出産一時金
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等を⑤、その隣、財政安定化支援事業、これを⑥、一つ飛んで、基金繰入金を⑦、それか

ら、前年度繰越金Ａを⑧、諸収入を⑨としてください。これは後ほど資料を説明します。

それと、今言いましたところの道繰入金、道支出金①、それから、繰入金の保険税軽減

分、保険者努力支援分、出産一時金等、財政安定化支援事業、五つ飛んで道支出金②の保

険者努力支援分、二つ飛んで道支出金③の保険者努力支援分と、特別調整交付金、道繰入

金、特定健診等負担金、これらについては、北海道のほうで試算をしてきて、当町のほう

に来る数字でございます。したがって、当町のほうで勝手に数字を計算するのではなく、

北海道のほうで、国のシステムで計算した数字がここに入ってくると、そういう内容で

す。それ以外については、当町のほうで、ある程度数字はできますけれども、道支出金④

の特別調整交付金、これは直診会計への繰出金になるのですけれども、これも道の基準が

ございますので、こちらで勝手に数字はできませんけれども、それで道の計算でやると。

それと、数字の訂正をお願いしたいと思います。下のほうに道支出金①から④までの合

計４,９７９万７,０００円足す道支出金⑤、これを足したものが２億５,１６０万８,００

０円となりますが、２億５,１６０万８,０００円が⑤の数字になります。したがって、合

わせると３億１４０万５,０００円に訂正をお願いしたいと思います。

それでは、次のページ、ナンバー６１をお開きください。これは科目別の予算になりま

す。

まず、歳入の国保税８,３７７万８,０００円、これが②の数字となります。

それから、災害臨時特例補助金、これも歳入歳出予算の科目は国のほうから示されてい

る科目で予算を見ておりますので、従来の科目とは異なります。したがって、従来あった

科目がなくなったりですとか、新たに科目が新設されたとか、そういったことがこれから

出てきますけれども、それは予算書の中で説明したいと思います。

それから、今言った災害臨時特例補助金１,０００円が②となります。

それで、次、五つ飛んで、保険給付費等負担金３億１４０万５,０００円、これは先ほ

ど訂正した数字です。これはつまり道支出金になります。ここに入ってくるのが、先ほど

の③の３３４万８,０００円、それと、保険給付費に該当する分、２億５,１６０万８,０

００円、それから、直診会計への繰出金４,０３５万１,０００円、それと、６０９万８,

０００円を足したものが３億１４０万５,０００円となります。この中に、先ほど言いま

した③の３３４万８,０００円も入ってございます。

それから、三つ飛んで繰入金、保険基盤１,９１９万３,０００円、これは保険税軽減分

１,１４３万円と④の７７６万３,０００円を足したものが１,９１９万３,０００円。その

下の繰入金、出産分が⑤、１１２万円。その下、一つ飛んで、繰入金その他分５８６万

１,０００円が⑥。そして、基金繰入金１,０００円が⑦。繰越金の６００万円のうち、１

５０万１,０００円が⑧。それから、１万６,０００円、これが⑨になります。①から⑨を

足すと１億１,４８１万９,０００円となります。

そして、歳出のほうにいきます。
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先ほど道の保険給付費等負担金３億１４０万５,０００円の中に２億５,１６０万８,０

００円、これは保険給付費になりますけれども、それは歳出でいうところの２段目の療養

給付費２億１,０００万円、それから、その下の高額療養費３,５００万２,０００円、そ

の下の出産・葬祭費１９８万４,０００円、その下の手数料等７０万円、それから、療養

給付費、退職の３００万円、それから、同じく退職の高額療養費９２万２,０００円、こ

れらを足したものが２億５,１６０万８,０００円となります。もう一つ、下から３段目の

直診会計への繰出金４,０３５万１,０００円は、先ほどの道の支出金３億１４０万５,０

００円の中にあります４,０３５万１,０００円となります。

資料のナンバー６０で相関図を見ていただければ、ある程度、先ほど丸数字をつけた部

分とついていない部分とを、歳入歳出で見ていただくと大体理解できるのかなというふう

に思いますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それでは、予算書、事項別明細書、歳出の１３ページをお開きください。

まず、１３ページ、歳出です。

１款総務費の一般管理費については、旅費から１９節までは例年どおりの計上です。負

担金、国保連合会３２２万８,０００円、これについては、３月６日の北海道新聞に、道

内の国保情報一元管理ということで、北海道クラウドという記事が載っていたかと思いま

す。つまりどういうことかといいますと、３０年度から国保が都道府県に一本化になるこ

とによって、北海道と市町村と国保連合会がそれぞれ管理するデータや事務処理システム

を、インターネット上のデータ保管場所、クラウドに一元化するという内容です。道内１

７９市町村のうち１０５市町村が３０年度から入って稼働していくと。内容とすれば、北

海道クラウドは札幌の民間データセンターにサーバーを開設して、ネットワークを通じて

市町村一律の事務処理システムを提供する。道の納付金算定システムや国保連のレセプト

電算システムなどともネットワークでつながって、事務作業が大幅に軽減するという内容

でございます。それの負担金になります。３２２万８,０００円。つまり、北海道クラウ

ド運用負担金が３００万７,０００円、それから、月報のクラウド運用負担金が２２万１,

０００円の内訳となります。それから、その下の自治体情報システム協議会の１３万円

は、国保ネットワークの負担金でございます。連合会負担金は例年どおり。

次のページの賦課徴収費について、１１節、１２節、１９節についても例年どおりの計

上。税滞納整理機構への負担金ですが、国保税は５人の２５４万６００円を引き継ぎする

予定でございます。

それから、運営協議会費については例年どおりの計上。

２款保険給付費、１項療養諸費ですが、一般被保険者療養給付費から退職被保険者療養

給付費、一般被保険者療養費、退職被保険者等療養費、審査支払手数料までは実績ベース

での計上でございます。なお、一般被保険者療養給付費は、昨年度は２億１,５００万円

の当初計上でしたけれども、５００万円減額の２億１,０００万円で計上しております。

それから、２項高額療養費についても、一般被保険者高額療養費についても前年同額、
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退職については３０万円ほどの増となってございます。

それから、次のページ、一般被保険者高額介護合算療養費、退職も同様ですが、これは

科目存置。

３項移送費、一般被保険者移送費、退職の移送費についても科目存置。

４項出産育児諸費、出産育児一時金１６８万円は４件分です。昨年は３件でした。

それから、審査支払手数料、これは本目新設になります。科目存置となります。

この後、先ほど言いました新設ですとか廃目とかが出てきますので、これは統一、都道

府県一本化に伴っての予算科目の新設なり、継続設置なり、廃目、なくなるという、これ

は国の指導に基づいて、北海道からの通知によるものでございます。

それから、保険給付費の５項葬祭諸費１目葬祭給付費１,０００円、これは科目存置で

すが、これは新設になります。

葬祭費３０万円、１件３万円の１０件分です。

それから、６項育児諸費、育児給付費、これについても科目存置で新設になります。

それから、児童手当金、これも新設になります。これも科目存置。

それから、３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、一般被保険者医療給付

費分７,９０８万５,０００円、国保事業費納付金になります。これは新設になります。

それから、その下、退職被保険者医療給付費分２４万９,０００円、これも国保事業費

納付金ですが、新設となります。

それから、２項の後期高齢者支援金等分１目一般被保険者後期高齢者支援金等分２,６

２８万５,０００円、国保事業費納付金であります。これも新設になります。

それから、２目の退職被保険者後期高齢者支援金等分８万６,０００円、この科目も新

設となります。

それから、３項介護納付金分９１１万４,０００円、これも国保事業費納付金で新設と

なります。

それから、４款共同事業拠出金、１目共同事業拠出金１,０００円、科目存置、これも

新設となります。

そして、その下、科目のところで、今年度、ゼロ、ゼロとあります。高額医療費拠出

金、その他事務費拠出金、これは廃目となります。

次のページ。

上の三つ、保険財政共同安定化事業拠出金、高額医療費共同事業事務拠出金、保険財政

共同安定化事業事務費拠出金、これも廃目となります。

それから、５款保健事業費１項特定健康診査等事業費１目特定健康診査等事業費３７９

万円、これは特定健診に係る部分ですが、新聞で御存じのとおり、２９年度、特定健診の

受診率が６８.４％ということで、陸別町は全道３位にランクされてございます。２８年

度については受診率は５６.７％ということで、全道で１１位だったのですが、２９年度

は国保と診療所、保健福祉センターの保健師、連携の中での受診率の向上につながったの
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かなと、そのように思っているところであります。まず、１２節役務費１７万円、これは

インターネット回線通信費と郵便料が内容です。委託料３４１万円のうち、共同電算業務

９万４,０００円、これは受診者３８０人分の健診データ管理と、保健指導３０人分の健

診データ管理、それから、健康診査等３３１万６,０００円は、７０歳以上７５歳未満の

特定健診３２０人分と、２次検診、エコー検査、頸動脈瘤の検査ですが、４０件分でござ

います。

それから、備品購入費で６万８,０００円、これは健診ファイル保管用移動ワゴン車１

台と、健診の貸出用血圧計２個、健診用の体組織計、インナースキャンという、体重計だ

と思うのですが、１台でございます。

それから、２項保健事業費２０６万１,０００円、報償費１万５,０００円は国保ゲート

ボール大会、需用費４６万７,０００円のうち、印刷製本費４２万７,０００円はくらしの

カレンダーの印刷ですとか啓発用チラシ、町広報紙、国保事業掲載用の印刷代。１３節委

託料１３２万７,０００円、共同電算業務３万７,０００円は医療費通知、各種予防接種８

６万円についてはインフルエンザの予防接種、６５歳以上７５歳未満２００人分です。同

じく高齢者肺炎球菌ワクチン接種４０人分です。それから、健康診査等２７万８,０００

円は、４０歳未満の健診３０名分。会場等設営は、ふれあい広場ステージの設置。

扶助費、償還払いが、インフルエンザワクチンが１０人分、肺炎球菌５名分でございま

す。

それから、６款諸支出金の１項償還金及び還付加算金、償還金３０万１,０００円はお

おむね前年度と同額でございます。

２項延滞金は科目存置。

直診会計への繰出金４,０３５万１,０００円、これはへき地医療分でございます。

７款予備費は前年度同額の３００万円。

ここで後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護保険納付金、

これらについては廃目となります。

２３ページから２４ページに給与費明細書がありますので、後ほどごらんをいただきた

いと思います。

次に、歳入、７ページに移ります。

歳入、７ページ。

１款国民健康保険税でございます。１目一般被保険者国民健康保険税、被保数６８５人

で計算をしております。前年度から見ると３６名の減。前年度、２９年度は７２１名でし

たから、３６名の減となります。現年課税分については、電算シミュレーションによって

計算をしております。現年課税分が８,２５３万７,０００円、滞納繰越分が１１１万４,

０００円。

退職者国保税が、被保数５人です。昨年度は８名でしたので、マイナス３人分。現年課

税分で１２万４,０００円、滞納繰越分で３,０００円となります。
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次に、２款国庫支出金、１項国庫補助金の災害臨時特例補助金、科目存置です。これは

本目新設となります。

一方では、財政調整交付金と国民健康保険制度関係業務準備事業補助金、これは廃目と

なります。

同じく、国庫負担金、それぞれ廃目となります。療養給付費等負担金、高額医療費共同

事業負担金、特定健康診査等負担金、これは廃目となります。

それから、３款道支出金、１項道負担金の保険給付費等負担金３億１４０万５,０００

円、先ほど言いましたけれども、これは目の新設ですが、保険給付費等交付金、普通交付

金２億５,１６０万８,０００円、これは歳出の保険給付費に該当する部分。

それから、特別交付金については４,９７９万７,０００円で、保険者努力支援分１５６

万２,０００円。この内訳は、１５０万３,０００円と５万９,０００円を合わせたもので

ございます。

それから、特別調整交付金４,０４０万８,０００円は、４,０３５万１,０００円と５万

７,０００円を合わせたもの。

それから、道の繰入金６８２万７,０００円、これは先ほど③の数字を言いました、３

３４万８,０００円と２７０万９,０００円と６８万９,０００円、これを合わせたものが

６８２万７,０００円です。

今言った道の交付金の関係は、資料ナンバー６０を見ていただくとわかるのかなという

ふうに思っております。

それから、特定健診等負担金１００万円は、２９年度までは国が５０万円、北海道が５

０万円、合わせて１００万円でしたが、今回は道支出金として１００万円の計上となりま

す。

高額医療費共同事業負担金と特定健康診査等負担金、これは廃目となります。

同じく道補助金の財政調整交付金、これも廃目となります。

それから、４款財産収入の１項財産運用収入、利子及び配当金は、基金の利子１,００

０円でございます。

５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金３,１８３万５,０００円で、今

回、３,８５３万９,０００円の減額となります。これは財政対策の分が減額となっている

と、そういうふうに理解をしていただきたいと思います。１節保険基盤安定繰入金１,９

１９万３,０００円は、まず、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分が１,１４３万円、保険

基盤安定繰入金、保険者支援分が④になりますけれども、７７６万３,０００円。それか

ら、２節事務費繰入金５６６万１,０００円、それから、３節出産育児一時金等繰入金１

１２万円、これも資料ナンバー６０を見ていただければご理解いただけるのかなと思って

おります。

次のページ。

４節財政安定化支援事業繰入金５８６万１,０００円、これは⑥の数字となります。こ
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れも資料ナンバー６０を見ていただければと思います。

それから、２項基金繰入金は１,０００円、

６款繰越金は前年度繰越金で１００万円増の６００万円を計上しました。

７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料については科目存置でございます。

２項雑入の１目から７目まで、それぞれ科目存置と目の新設ということになります。

８目雑入６万５,０００円は、健康診査等個人負担金６万円、これは４０歳未満の健診

２,０００円の３０人分でございます。

それから、次のページ、療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金、保険

財政共同安定化事業交付金、これはそれぞれ廃款、廃項、廃目となります。

以上で議案第２２号の説明を終わり、次に、議案第２３号の説明に移ります。

議案第２３号平成３０年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は、次

に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

一時借入金。

第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

５,０００万円と定める。

なお、資料ナンバー６２に直診会計の歳入歳出予算資料がありますので、後ほどごらん

をいただきたいと思います。

それでは、歳出、１１ページをお開きください。

歳出、１１ページ。

１款総務費１項施設管理費の一般管理費です。給料から共済費まで、１,３７５万円の

増です。２９年度は職員１６名でしたけれども、３０年度は１７名、１名増の予算で計上

しております。給与費明細書は１９ページから２３ページにありますので、後ほどごらん

をいただきたいと思います。賃金、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、使

用料、備品購入費、１９節、特徴的なものについて説明をしたいと思います。

まず、委託料で、医療機器保守管理４２１万７,０００円、１７０万１,０００円の増で

すが、これはＣＴ装置の保守管理２２６万８,０００円、前年度から１７０万１,０００円

の増となります。それから、１８節備品購入費３３８万４,０００円、事務用備品２７５

万２,０００円ですが、これは総合健診システムの更新でございます。現在ある健診シス

テムは、平成１６年に購入したものでありまして、それは旧診療所からリースしていたも

のを１６年に購入したものでございます。現在、このシステムについては、保守管理がご

ざいません。パソコンについては２４年に１台購入しておりますが、システムが大分老朽

化しているというようなこと、それとあわせて、特定健診の項目の見直しが３０年度にあ

るということもわかりましたので、このたびその更新をしたいという内容でございます。
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それから、管理用備品の６３万２,０００円は、外来用の加湿器１台、詰所の冷蔵庫１台

の購入でございます。１９節については例年どおりの計上です。

次のページ。

２項研究研修費については例年どおりの計上。

２款医業費１項医業費、１目医療用機械器具費ですが、備品で１,７１１万８,０００

円、これはＸ線画像記録管理システムの更新でございまして、１点目がカセッテ型デジタ

ル画像処理装置一式、それから二つ目が、画像管理システム一式の購入でございます。資

料ナンバー６３－１、２をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思いま

す。

それから、２目医療用消耗器材費については例年どおりの計上でございます。

それから、３目医薬品費１,５０３万６,０００円ですが、これは診療収入１０％分の

１,０３３万３,０００円です。昨年度は１５％を見ておりましたけれども、５％の減。そ

れから、予防接種ワクチンで４４０万３,０００円、血液製剤で３０万円の内訳となって

おります。

４目検査費３１０万円については、診療収入の３％の計上でございます。

２項給食費については例年どおりの計上です。

それから、１８ページ。

３款公債費、元金が１００万４,０００円の償還、利子が１３万円の償還。

２４ページに地方債見込額調書がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思いま

す。

以上で歳出を終わり、歳入、７ページにいきます。

７ページ、歳入です。

１款診療収入１項入院収入、それから２項の外来収入、ともに患者数の減、それと、院

外処方等による減で、入院で４８７万円、外来で１６９万円の減額となります。

それと、諸検査等収入、事業所健診で５０万円ほどの減額の９００万円。

２款使用料及び手数料、使用料関係、行政財産使用料は自販機、それから、手数料でい

きますと文書料、それから、請求事務取扱手数料、それぞれ前年同額を計上しておりま

す。

それから、３款道支出金の総務費補助金８１０万円については、へき地診療所施設整備

事業ということで、Ｘ線画像記録管理システム導入に係る補助金。

それから、４款財産収入、２項財産貸付収入では、土地建物貸付収入４７万２,０００

円で住宅３戸分。

５款繰入金、一般会計繰入金で１億７,９４７万７,０００円、財政対策分が１億６,６

７１万９,０００円、起債償還分で１０５万８,０００円、施設等整備分で１,１７０万

円、これはＸ線画像記録管理システムが９００万円、健診システムが２７０万円となって

おります。それから、国保事業勘定特別会計からへき地診療所運営費分で４,０３５万１,
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０００円の繰入金。

６款繰越金は１００万円、同額でございます。

７款諸収入、雑入については５１２万８,０００円で、嘱託医報酬ですとか社会保険料

等個人負担金、患者外給食費、医療器具使用料等の予算でございます。

以上で議案第２３号を終わりまして、議案第２４号に移ります。

議案第２４号平成３０年度陸別町の簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

一時借入金。

第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５,０００万円と定める。

それでは、事項別明細書、歳出、１０ページをお開きください。

歳出であります。

給与費明細書は１７ページから２２ページにありますので、後ほどごらんをいただきた

いと思います。

１款総務費、１目一般管理費、報酬から共済費までは人件費関係、９節旅費から２７節

公課費までは例年どおりの計上ですが、特徴的なもので、委託料で水道台帳整備７２４万

４,０００円です。箇所図、資料ナンバー６４をつけておりますので、後ほどごらんをい

ただきたいと思いますが、まず、今ある台帳は市街地のみのものでございます。今回、３

０年度、３１年度の２年の計画で、町内全域の台帳を作成するものでございます。３０年

度については台帳図、台帳調書、導水管路が４.６ｋｍ、送水管路が１５.３ｋｍ、配水管

が、市街地が１５.１ｋｍ、郊外が３５ｋｍ、合わせて７０ｋｍです。施設としては、浄

水場、配水池などの一式。３１年度については、システムの構築を予定しております。２

年計画で、水道台帳、陸別町全体のものを作成するということで、まず３０年度について

は７２４万４,０００円で作成をするということでございます。

それから、次のページ。

公課費１２２万４,０００円は消費税でございます。２９年度の確定分が６３万４,００

０円、３０年度の中間納付分が５８万８,０００円でございます。

２款施設費、１目施設維持費３,９４４万８,０００円、旅費から需用費、役務費、委託

料の水質検査までは例年同様の計上ですが、委託料、施設設備保守管理５４０万６,００

０円、まず経常分で１６１万９,０００円がございます。あとは機械計装管理事業とし
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て、浄水場の計装機器保守点検、それから、薬品設備分解整備業務で３７８万７,０００

円がございます。それから、調査設計４２０万２,０００円、これは北海道横断自動車道

網走線開設工事に伴う実施設計、３５０メートルですが、川向の山崎宅付近に、市街地に

水を送る導水管路がございます。その移設費でございます。資料ナンバー６５－１に箇所

図がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。その下、水道施設運転管理

７６３万６,０００円は、資料ナンバー２９がありますので、後ほどごらんをいただきた

いと思います。それから、工事請負費５８０万３,０００円は、浄水場の設備改修でし

て、ボイラーの更新です。平成６年の開設時に設置したもので、２４年目ということで、

故障もあり、部品もないということで、今回、更新をしたいということでございます。備

品については水道メーターの購入でございます。

次、２目施設新設改良費６,４６９万９,０００円、これは、まず委託料２８８万円は調

査設計でして、浄水場の機器更新に係る価格調査、それから、機器更新に係る実施設計費

が内容でございます。それから、工事請負費６,１６１万８,０００円、まず、配水管布設

がえ１,５１２万５,０００円、これは資料ナンバー６５－１の下の図面になります。トマ

ム地区配水管の布設がえ工事、Ｌ２３メーター、町道新町５号通りの布設がえ工事１２３

メーター。新町５号通りについては６５－２、上の図面に箇所図があります。それから、

消火栓取りかえ１５４万３,０００円は、町道宮下本通り、旧鹿野宅前の消火栓でござい

ますが、これは資料ナンバー６５－２の下の図面になります。それから、機器更新４,４

９５万円については、資料ナンバー６６をつけておりますので、後ほどごらんをいただき

たいと思います。浄水場の水質計器一式でございます。

３款公債費、元金８,４５１万２,０００円、それから、利子が２,１８０万円。２３

ページに地方債の見込額調書一覧がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思いま

す。

４款予備費は２９年度と同額の２００万円。

以上で歳出を終わりまして、歳入、７ページをお開きください。

７ページ、歳入です。

１款使用料及び手数料の水道使用料５,２９０万円。３０年度、１,０６２戸、１,１１

８件です。２９年度から見ると３戸の減、件数で２０件の減となります。

それから、水道手数料７万円、設計手数料です。新設工事審査手数料５件の４万円、そ

の他工事審査手数料１０件の２万円、指定手数料については１件、１万円です。

それから、２款国庫支出金の簡易水道事業補助金１,５１７万円、これは浄水場の機器

更新事業に係る補助でして、補助基本額４,５５１万円の３分の１分でございます。

それから、３款財産収入の物品売払収入については科目存置となります。

４款繰入金、一般会計繰入金１億１,１９７万６,０００円、建設改良費分が５,４２９

万２,０００円、財政対策分が５,７６８万４,０００円です。

５款繰越金については２９年度と同額の５０万円の計上。
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６款諸収入、雑入６７０万２,０００円で、まず、下水道料金事務費負担金６６万４,０

００円、これは公共下水道事業特別会計から入ってくるお金でございます。それから、一

つ飛んで消火栓整備等補償費１５４万３,０００円は、先ほど説明しました町道宮下本通

りの旧鹿野宅前の消火栓の補償費、それから、水道管移設等補償費４２０万１,０００円

は、北海道横断自動車道網走線の建設工事に伴う補償費でございます。

７款町債の簡易水道事業債については、配水管整備事業で過疎債が７５０万円、簡易水

道事業債が７５０万円、機器更新事業についても、過疎債が１,５１０万円、簡水債が１,

５１０万円でございます。

以上で歳入を終わり、４ページをお開きください。

４ページは第２表地方債です。

起債の目的、過疎対策事業、配水管整備事業７５０万円、機器更新事業で１,５１０万

円。

簡易水道事業２,２６０万円で、配水管整備事業が７５０万円、機器更新事業が１,５１

０万円です。

起債の方法、利率、償還の方法は、ここに記載のとおりでございます。

以上で議案第２４号の説明を終わり、議案第２５号の説明に移ります。

議案第２５号平成３０年度陸別町の公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

一時借入金。

第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

５,０００万円と定める。

事項別明細書、歳出、９ページをお開きください。

３、歳出であります。

１５ページから１９ページに給与費明細書がありますので、後ほどごらんをいただきた

いと思います。

１款総務費、一般管理費、給料から手当、共済費、旅費については例年どおり。需用費

について、消耗品費で２万７,０００円、印刷製本費で８万１,０００円の計上です。この

中で、消耗品で１万７,０００円、印刷製本費で６万１,０００円、前年度よりふえており

ます。合わせて７万８,０００円ですが、実はマンホールカードの作成を考えてございま

す。
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資料ナンバー、追加の２をお開きいただきたいと思います。マンホールカードというこ

とで、この例は札幌市のマンホールカードです。札幌市のカードは２０１６年４月１日に

発行されたものです。マンホールカードとはということで、朗読させていただきますが、

マンホール蓋を活用したカード型の下水道広報用パンフレットです。全国の下水道のマン

ホール蓋には、まち独自のデザインが施されているものが多く、中にはカラー蓋が設置さ

れているところがあります。このように蓋にデザインをあらわす文化は日本にしかなく、

近年、メディア等でも取り上げられる機会がふえ、国内はもとより、外国人観光客などか

らも注目されているところであります。

マンホールカードの仕様等ですが、仕様は縦８７.５ｍｍ、横６２.５ｍｍ、で、ベース

色を九つの地域別に設定します。北海道は緑色になります。企画につきましては、下水道

広報プラットホームが取り扱い者で、公益社団法人日本下水道協会が事務局となります。

マンホールカードの発行自治体は、第１回の平成２８年４月１日から昨年の１２月１日

まで、全国で２７０自治体、道内では１８自治体でございます。十勝管内はまだございま

せん。

自治体が導入するメリットとしては、共同製作により安価で製作ができるということ

と、全国規模の効果的な下水道広報を行える。それから、２点目として、全国統一規格に

よることにより、カードの付加価値が上がるということ。３番目に、カードは無料です

が、発行した全国の自治体に直接行かないと入手できない仕組みであります。つまり、郵

便で送ってくれだとか、そういったことはできませんし、家族の分もほしいといっても、

あくまでもとりに来た方に１枚を渡すと。１０人同時に来れば１人１枚ずつの１０枚を交

付すると。１人で行って、家族が５人いるから５枚くださいといっても、それは無理です

よ、できませんよと、そういったことになります。したがって、このカードをつくってい

る自治体に直接出向いてカードを入手するということで、インターネットでの収集もだめ

ですし、１人で何枚ものカードを入手することもできません。あくまでも面前で１人１枚

と、そういったことになりますので、話によりますと、これは全国的にコレクターが急増

していて、ある面では観光客の入り込みがふえてきているという自治体があるやに聞いて

ございます。

マンホールカードの配布場所は、各自治体、それぞれ直接役場の担当課ですとか、下水

道終末処理場の窓口ですとか、そういったところで、第三者に委託をして配布するという

ことはできないということでございます。

この予算が需用費で、先ほど説明しましたけれども、９万８,０００円でして、消耗品

費で１万７,０００円、印刷製本費で８万１,０００円。４,０００枚をつくる予定です。

４,０００枚で８万１,０００円。つまり、これは全国で共同印刷をすることによって安価

にできるということ、これが一つの魅力でもあります。

陸別町としては、公益社団法人日本下水道協会のほうに申し込みをしているところでご

ざいます。発行の認可は、今月下旬ぐらいには決定されまして、４月上旬には全国一斉に
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マスコミ対応を下水道協会が行うと、そういったことになりますので、陸別町が単独です

ぐ決まったからといって発表はできないということ、あくまでも下水道協会が全国をまと

めて、決まった自治体については発表するということでございます。これがマンホール

カードの内容でございます。現在は申し込みをしているということで御理解をいただきた

いと思います。

それでは、予算書のほうにお戻りください。

１３節委託料、経営戦略策定３４７万２,０００円、これは特定環境保全公共下水道事

業経営戦略の策定業務でございまして、下水道事業を実施している団体については、平成

３２年度までにこの経営戦略を策定しなければならないということになってございます。

なおかつ、３０年度までに策定をすれば、財源として特別交付税の措置があるということ

です。したがって、当町も３０年度でこの計画を策定したいという考え方でございます。

中身的には、下水道事業経営の健全化を図るということで、収支のバランスを図ると、そ

ういったことがメインの計画だそうでございます。

それから、１９節では、一番下の下水道料金事務負担金６６万５,０００円は簡易水道

事業特別会計への負担金でございます。それから、償還金利子及び割引料２万円、これは

国庫補助金等返還金でして、平成２９年度の浄化センター機器更新事業に国庫補助金が

入っていたということと、更新前の機器を有価物として、鉄くずとして処分しました。そ

の処分した金額に国の補助率を掛けた額を国へ返還するという内容のものでございます。

つまり、国の補助金が入っている施設について、更新時に勝手に処分して、それを収入に

した場合は、国庫補助金率に基づいて返還をしなさいと、そういうことだそうでございま

す。

それから、公課費、消費税６０万円、これは２９年度分の確定額でございます。

次のページ。

２款施設管理費、施設維持費、これは浄化センターの維持管理費でございます。まず、

需用費で特徴的なものは、修繕料１１５万８,０００円、これは浄化センターの汚泥脱水

棟の東側外壁防水処理の修繕９０万８,０００円と、経常分の２５万円です。それから、

委託料で施設設備改修１２８万６,０００円、これは公共汚水桝の修繕１３カ所、撤去１

カ所、下水道のマンホールポンプ修繕１カ所分です。それから、施設設備保守管理３２２

万６,０００円は、浄化センターの電気工作物の保安管理、消防設備の定期点検、浄化セ

ンターの中央監視装置の沈殿汚泥設備分解整備の２８８万３,０００円が含まれている

と。それから、管渠清掃３２０万９,０００円は、下水道管渠調査、清掃、防水処理業務

が内容でございます。次のページの施設移転等５９万８,０００円は、町道改良工事に伴

う公共桝の高さの調整１３カ所分、備品購入費については水道メーター２個です。

それから、３款事業費、下水道建設費、ここは機器更新事業でございまして、４,４９

４万７,０００円ですが、まず、旅費が１４万７,０００円、需用費が１万６,０００円、

委託料が８７８万４,０００円、それから、工事請負費、機器更新が３,６００万円です。
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これは機器更新の箇所図、資料ナンバー６７を後ほど見ていただきたいと思います。それ

から、１３節委託料で、実施設計は機器更新の価格調査でございます。それから、基本計

画策定８００万円は、今の計画、長寿命化の計画は３１年度まででして、後期の３２年度

から３６年度までの５年計画について、下水道事業全体の見直しと、管路、施設を含めた

延命化、機器更新にかかわる改修の計画を策定するという内容でございます。それから、

汚水桝設置等附帯工事３カ所分、１４２万８,０００円です。

４款公債費、元金３,８７３万９,０００円、利子で８４６万３,０００円の計上。２０

ページに地方債現在高見込額調べがありますので、後ほどごらんをいただきたいと思いま

す。

５款予備費は同額、１００万円を見ました。

以上で歳出を終わりまして、歳入、７ページに移ります。

７ページ、歳入です。

１款分担金及び負担金、１目下水道事業分担金６０万円、受益者分担金です。平成２８

年度１４戸分、２９年度１０戸分、合わせて２４戸分の６０万円。

それから、２款使用料及び手数料、下水道使用料２,４７０万円で、１３０万円の減で

す。平成３０年度、８３７戸８４９件分です。戸数でマイナス１戸、件数で１１件のマイ

ナスとなります。

それから、下水道手数料ですが、業者指定手数料１件、１万円、新設工事審査手数料５

件、４万円、その他工事審査手数料３件、１万２,０００円です。

それから、３款国庫支出金の下水道事業補助金２,３８０万円、これは浄化センターの

機器更新事業の補助金でございます。

それから、４款繰入金、一般会計繰入金、建設改良分が２２万７,０００円、財政対策

分が４,５８８万５,０００円、分流式下水道に要する経費４,６３４万７,０００円、経営

戦略の策定に要する経費１７３万６,０００円、これは２分の１分です。

５款繰越金は５０万円、前年度同額です。

６款町債、下水道事業債１,６２０万円、特定環境保全公共下水道事業ですが、過疎債

が８１０万円、下水道事業債が８１０万円。

７款財産収入の物品売払収入１,０００円は科目存置です。

以上で歳入を終わりまして、４ページをお開きください。

４ページは第２表地方債でございます。

起債の目的、過疎対策事業、特定環境保全公共下水道事業８１０万円、下水道事業、特

定環境保全公共下水道事業８１０万円、合わせて１,６２０万円です。

起債の方法、利率、償還の方法は、ここに記載のとおりでございます。

以上で議案第２５号を終わり、議案第２６号の説明に移ります。

議案第２６号平成３０年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計予算は、次に定めるとこ

ろによる。
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歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

歳出予算の流用。

第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。

それでは、事項別明細書、歳出、１１ページをお開きください。

３、歳出であります。

１款総務費１項総務管理費、１目一般管理費、旅費と需用費は例年どおりでございま

す。

それから、２項賦課徴収費２５万６,０００円も、需用費、役務費とも例年どおりの計

上です。

それから、３項介護認定審査会費２４６万円、役務費ですが、主治医意見書料８１万

１,０００円は、在宅が１５５名、施設が２５名、合わせて１８０名分、１９節で１６２

万７,０００円は池北三町の介護認定審査会の運営費の負担金でございます。

それから、認定調査費の１３節７６万２,０００円は、在宅が１７０名、施設が１０名

の１８０名分でございます。

２款保険給付費１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、１３６名分、

２２名の増、１億３,５３１万７,０００円。

２目居宅介護サービス計画給付費９４０万９,０００円は４８件分。

３目施設介護サービス給付費１億１,９８４万円は、特養が４０名、老健施設が２名で

す。

それから、４目居宅介護福祉用具購入費４５万円は、５件分。

５目居宅介護住宅改修費９０万円も５件分でございます。

それから、次のページ。

２項介護予防サービス等諸費１目介護予防サービス給付費２９５万２,０００円は２０

名分。

２目介護予防サービス計画給付費７７万５,０００円は１４名分。

３目介護予防福祉用具購入費４５万円は５件分。

４目介護予防住宅改修費５４万円は３件分。

３項その他の諸費、１目審査支払手数料、役務費２１万３,０００円は、３,３７６件

分。

それから、４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費４５１万５,０００円

は４３名分。
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２目高額介護予防サービス費、これは科目存置でございます。

５項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス費２４３万円は５

６名分。

２目高額医療合算介護予防サービス費は科目存置でございます。

それから、６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費１,８１

９万４,０００円は４２名分。

２目特例特定入所者介護サービス費から４目特例特定入所者介護予防サービス費までは

科目存置。

３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支

援サービス事業費６８２万５,０００円ですが、まず、委託料の１７６万５,０００円は総

合事業委託料で、訪問型サービスＡ、利用６人を見込んで、６８４回分の見込みで、これ

はＮＰＯへの委託料。それから、１９節負担金補助及び交付金５０６万円は第１号事業給

付費でして、通所介護が実人員１２名の延べ１６６名、訪問介護が実人員４名の延べ５０

名、合わせて実人員１６名の延べ２１６名でございます。

次のページ。

２目介護予防ケアマネジメント事業費３７万１,０００円ですが、委託料、総合事業委

託料です。町居宅介護支援事業所分が７２件、町外事業所に委託分が１２件でございま

す。

２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費９７万５,０００円、まず１１節、

印刷製本費で９万８,０００円は、介護保険料のお知らせで１,２００部を印刷予定です。

それから、１３節委託料６０万８,０００円は介護予防事業でございまして、ふまねっと

運動、社協への委託８万円、それから、地域リハビリテーション運動支援事業費、これは

理学療法士を招聘するということで、月２回の１２カ月分、５２万８,０００円でござい

ます。

それから、３項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的・継続的ケアマネジメント支

援事業費１０８万４,０００円です。旅費から１９節までは例年どおりの計上ですが、そ

のうち委託料で５７万７,０００円、介護予防サービス計画作成料ですが、町居宅介護支

援事業所に９６件、町外事業所に３６件の委託の予定であります。

２目任意事業費２９３万円、まず、需用費７,０００円、消耗品は、認知症サポーター

養成講座に係る消耗品、役務費１０万９,０００円は、成年後見制度利用支援申立費、新

規１名を見込んでおります。扶助費で地域生活支援費５５万２,０００円、成年後見制度

利用報酬、在宅１名、施設１名を見込んでございます。役務費と扶助費についてはセット

でございます。委託料２２６万２,０００円については、家族介護教室、ＮＰＯへ委託、

１０万円、給食サービス、社協に委託、１２９万円、介護用品給付４８万８,０００円、

社協に委託、家族介護支援事業、オレンジセーフティネット、３８万９,０００円です。

これは認知症の高齢者の見守りの全国ネットワーク化でございます。資料ナンバー、追加
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の３をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、４目認知症総合支援事業費６２万円、まず、需用費で印刷製本費４０万５,

０００円は、認知症のガイドブックの作成、１,５００部を印刷する予定でございます。

それから、次のページ。

４項その他諸費、審査支払手数料ですが、国保連合会に２１６件分の手数料１万４,０

００円。

それから、４款基金積立金については科目存置。

５款諸支出金の第１号被保険者保険料還付金は１０万円、介護給付費負担金等返還金は

科目存置となってございます。

６款予備費については２９年度と同額でございます。

以上で歳出を終わりまして、歳入、７ページにいきます。

２、歳入でございますが、資料ナンバー６８に介護給付費の財源充当一覧、資料ナン

バー６９に地域支援事業の財源充当一覧をつけておりますので、後ほどごらんをいただき

たいと思います。

１款介護保険料です。第１号被保険者保険料、被保数は９２４名で計算をしておりま

す。現年度分５,８１０万２,０００円、普通徴収保険料４４７万４,０００円は、被保数

が９０人、それから、特別徴収保険料５,３６２万８,０００円は８３４人で計算をしてお

ります。

それから、２款国庫支出金からは、歳出の事業費の見込みに対して、負担割合に応じて

予算を計上しております。１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、これは２０％分で

５,３２０万２,０００円。

２項国庫補助金、１目調整交付金２,６０８万５,０００円、これは、まず財政調整交付

金２,５６８万６,０００円は８.６８％、それから、総合事業調整交付金３９万９,０００

円は５％分。

それから、２目地域支援事業交付金３１７万４,０００円ですが、介護予防・日常生活

支援総合事業、これは２０％分の１６０万円、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地

域支援事業、３８.５％の１５７万４,０００円。

それから、３款道支出金１項道負担金、１目介護給付費負担金４,２９８万５,０００円

は１２.５％分。

それから、２項道補助金１目地域支援事業交付金１７８万５,０００円は、まず、介護

予防・日常生活支援総合事業９９万９,０００円は１２.５％分、その下、介護予防・日常

生活支援総合事業以外の地域支援事業７８万６,０００円は１９.２５％分。

それから、４款支払基金交付金１目介護給付費交付金、現年度分７,９９１万１,０００

円は２７％分。

２目地域支援事業支援交付金２１６万１,０００円、現年度分、これは２７％分。

５款財産収入の利子及び配当金は基金の利子１,０００円。
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６款繰入金の一般会計繰入金４,３９９万７,０００円。まず、１節介護給付費繰入金

３,６９９万３,０００円は１２.５％分。２節事務費繰入金４５０万８,０００円。３節地

域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業の１００万９,０００円、１２.５％

分、９９万５,０００円足す事務費１万円。それから、介護予防・日常生活支援総合事業

以外の地域支援事業７９万３,０００円は１９.５％分の７８万６,０００円足す事務費分

７,０００円です。その下、４節低所得者保険料軽減分６９万４,０００円は２０３名分。

６款繰入金の基金繰入金については１１９万６,０００円、見込みとして基金残高は９

５５万８,０００円の見込みでございます。

７款繰越金については１,０００円。

それから、８款諸収入１項延滞金及び過料は、第１号被保険者延滞金、第１号被保険者

過料とも科目存置の１,０００円の計上。

諸収入の２項預金利子についても科目存置。

それから、３項雑入の１目滞納処分費から３目返納金までが科目存置、１,０００円で

す。

４目雑入は７５万３,０００円で、介護扶助審査判定業務費、国保連より５７万７,００

０円、総合事業利用者負担金１７万６,０００円は、ＮＰＯから訪問型サービスＡの利用

者負担金でございます。

以上で議案第２６号の説明を終わりまして、議案第２７号の説明に移ります。

議案第２７号、平成３０年度陸別町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるとこ

ろによる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

それでは、事項別明細書、歳出、９ページをお開きください。

３、歳出です。

１款総務費、１目一般管理費２７４万１,０００円、旅費から１３節までは例年どおり

の計上ですが、委託料の中で健康診断等６０万３,０００円は、健康診断６５人分、その

下、各種予防接種１４０万円は、インフルエンザ４００人分です。それから、負担金補助

及び交付金の自治体情報システム協議会負担金２０万６,０００円は、保険料軽減特例見

直しに係るシステム改修費でございます。２０節の扶助費７万６,０００円は、インフル

エンザ予防接種の償還払い２０人分でございます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金関係については、事務費負担金が２６９万７,００

０円、保険料等負担金が３,７８２万５,０００円です。保険料分が２,３７５万８,０００

円、保険基盤安定化分が１,４０６万７,０００円の内訳となってございます。

３款諸支出金の保険料還付金、還付加算金については歳入同額の計上となります。

４款予備費については２９年度と同額の３０万円の計上でございます。
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以上で歳出を終わりまして、歳入、７ページにいきます。

２、歳入です。

１款後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料１,２９０万円、被保数は５５８名で

計算をしております。２９年度から見ると８名の増でして、そのうち特別徴収保険料は５

４.３％分、２９年度から見ると０.５％増となります。

一方、２目普通徴収保険料１,０８５万７,０００円は、現年度分、４５.７％でござい

ます。前年度から見るとマイナス０.５％となります。

それから、２款使用料及び手数料の証明手数料は科目存置。

３款繰入金の１目事務費繰入金５３５万３,０００円、これは広域事務費２６９万７,０

００円と、事務費、一般管理費と予備費３０万円を足した３０４万１,０００円、合わせ

て５７３万８,０００円です。それから、その他の収入３８万５,０００円を引いた額が５

３５万３,０００円でございます。

それから、２目保険基盤安定繰入金１,４０６万８,０００円。

それから、４款繰越金については１,０００円、科目存置でございます。

それから、５款諸収入１項延滞金及び過料、１目延滞金１,０００円、これも科目存

置。

２項償還金及び還付加算金、還付加算金１万円、保険料還付金１０万円については歳出

同額で、広域連合からの補填分でございます。

３項雑入１目雑入３８万２,０００円、広域連合からの健診助成金でございます。

広域連合支出金については廃款、廃項、廃目となります。

資料７０に歳入歳出予算のフロー図がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思

います。

以上で、議案第２１号から議案第２７号までの説明を終わります。

以後、御質問によってお答えをしたいと思っておりますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 御苦労さまでした。

────────────────────────────────────

◎延会の議決

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会とし、議会運営委員会の決定どおり、次の会議は１３日から

としたいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

───────────────────────────────────
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◎延会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 本日は、これにて延会いたします。

延会 午後 ３時３７分


